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平成３１年３月第１回木島平村議会定例会 
行政事務一般質問議員及び質問事項 

 

【平成３１年３月１２日（火）午前１０時００分開会】 

 

 

 

 

 

質問順 質問議員 
 

質  問  事  項 頁 

１ 勝山 卓 

１ 村政の未来図について ２ 

２ 一般社団法人木島平村観光振興局について ５ 

３ 
農の拠点施設「ファームス木島平」の運営と６次産業
化の推進について 

８ 

４ 森林管理整備事業の推進について １２ 

２ 江田 宏子 

１ 職員の育成と人材活用について １８ 

２ ファームス木島平の運営について ２１ 

３ 観光振興局について ２４ 

３ 萩原 由一 １ 公約実現に向けてどのように取り組むか ２９ 

４ 土屋 喜久夫 

１ ２期目の村政の推進方策は ３２ 

２ 木島平村の基盤整備を ３８ 

３ 地域をどう守っていくか ４５ 

５ 吉川 昭 

１ 村職員の定年について ４９ 

２ 馬曲温泉の新源泉調査結果と今後について ５６ 

６ 勝山 正 

１ 地域おこし協力隊について ５９ 

２ 国・県道の現状と課題について ６２ 

７ 丸山 勝敏 

１ 受動喫煙対策を強化、改正健康増進法について ６６ 

２ 口利きの記録制度について ６９ 

３ 木島平型教育について ７１ 
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議長（森 正仁 君） 

 ２番 勝山 卓 君。 

（「はい、議長。２番。」の声あり） 

（２番 勝山 卓 議員 登壇） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、議長から発言を許されましたので、先頭を切って、通告に基づきまして４点の質問

に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 最初の質問でありますが、「村政の未来図について」お聞きをしたいと思います。 

 日䑓村長は、２月の村長選において再選され２期目のスタートをされたわけであります。  

 村長選出馬にあたりまして、政権公約「重点方針及び新たな取り組み」を上げられております

が、政策については、面や点の議論だけでなく時間軸の議論が必要かと思っております。  

「少子高齢化・人口減少社会に全力で立ち向かい、子や孫に負担をかけない希望の持てる村づ

くりを行う」とありますが、今、まさにこの村ではこの課題を抱え、村の将来構想に向けた時間

軸での政策議論が必要だと思っておるわけであります。  

「公共施設等総合管理計画」の実施計画の策定や、平成３１年度は「第６次総合振興計画」の

前期が終了しますし、「地方創生総合戦略」、それから「観光基本計画」の最終年でもあります。

総仕上げの年であり、総括の年でもあるということで、新たなステージに向けた計画策定の年度

であります。 

村の財政運営で最も大切なことは、持続可能な住民への行政サービスの提供だと思っておりま

す。 

「村政の未来図」について、時間軸の中での次期政策、未来の備え、展望について伺いたいと

思います。 

これまでのそれぞれの進捗状況についても併せてお願いをしたいと思います。  

   

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、勝山議員のご質問にお答えいたします。 

総合振興計画につきましては、村が行う事業だけでなく、住民要望に基づく集落振興について

も随時見直しを行い、その都度財政計画も見直しをしております。 

小中学校のエアコン設置など急きょ取り組む必要がある事業などもあり、各種財政指標を長期

的に考慮し、規模や実施時期を見直すなど将来的な見地から計画を立て、その計画に沿って各種

事業を進めております。 

懸案でありました役場新庁舎建設については、計画どおり今年秋完成を目指しております。当

初、財源には基金の取り崩しを予定しておりましたが、起債を活用することになりましたため、
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財政指標の中でも特に起債制限比率に留意をしております。 

 また、「地方創生総合戦略」については、平成３１年度が最終年度となります。「雇用の創出」

「新しい人の流れ」「未来を育てる」を基本の柱とし、それぞれ産業振興や若者の移住定住、子育

て環境の充実に具体的な目標を掲げて取り組んでおります。成果が出ているもの、そして出てい

ないものがあり、その原因と対応については総合戦略推進委員会で検討していただきます。いず

れにしましても、持続可能な村政、持続可能な社会の実現のために取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 進捗状況につきましては、担当課長から答弁をさせます。 

 

議長（森 正仁 君） 

武田総務課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（総務課長「武田彰一 君」登壇） 

 

総務課長（武田彰一 君） 

それでは、村長答弁に補足をしまして、進捗状況についてお答えします。 

「公共施設等総合管理計画」についてでありますけども、役場庁舎などの行政系の施設につい

ては、個別計画まで完了している状況です。これは、現在進めています新庁舎の建設の財源であ

ります「公共施設等適正管理推進事業債」という起債をするために整備が必要であるということ

で、これについては早めに整備を進めてきました。  

学校、保育園等の教育施設でありますけども、平成３２年度までに順次整備する計画でありま

す。特に次年度以降に補助事業を計画しているものについては、こういう整備が必須であります

ので、間に合うように策定をしていく計画であります。  

この計画については、村全体の公共施設の床面積そのものを少なくする等の目的、いわゆる無

駄をなくして、財政的な視点からも重要な計画であると考えておりますので、適正な数値になる

よう、そういう策定を目指しております。 

次に、第６次総合振興計画は、「これからの農村を生きる」を基本構想としているものでありま

すけども、予算編成に向けて、その年度の重点施策を定めて、限られた予算の中で最大の行政サ

ービスができるように、毎年見直しをしながら策定をするのが実施計画であります。その計画に

沿った実施ができるよう進めてきています。 

この総合振興計画は、先ほど議員の質問にもありましたが、平成３１年が前期の最終年度であ

ります。本年度には住民向けのアンケート、それから区長に向けてのアンケートを実施しました。

住民がどういうニーズを持っているのか、また、集落の現状がどういうものであるのか、そうい

うものを前期の評価としてアンケートを実施してきています。そのアンケートから導かれる課題

をしっかりと検証して、後期に向けた３１年度の早いうちに計画を行っていきたいと考えていま

す。 

次に、「地方創生総合戦略」についてでありますけども、職員による会議で内容の見直しをして、

村の目標を示し、進捗状況をチェックしていただく、そういう機能を、民間組織を含めた委員会

で行ってきています。計画策定時に掲げた目標への取り組み状況や、目標数値の達成を常に検証

していますけども、上位計画であります村の総合振興計画を軸にしながら進めてきています。こ



 4 / 74 

 

れも先ほど申し上げましたように３１年度が最終年度でありますので、この５年間で講じてきた

施策をしっかりと検証してまいりたいと考えています。  

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

それでは、各種計画の中で、「観光基本計画」についてご説明を申し上げたいと思います。 

「観光基本計画」は、第６次総合振興計画を上位計画として、その個別計画としており、地方

創世の「まち・ひと・しごと総合戦略」との関連計画であります。対象期間は平成２８年から平

成３１年の４年間とされております。 

主に４点、施策の中心がございまして、１点目が「滞在型観光の推進」、２点目が「観光資源の

魅力アップ化」、３点目が「広域連携観光の推進」、４点目がインバウンド、訪日外国人旅行客で

あります。「インバウンドの推進」の４つの基本方針に沿って２０の各種施策を展開しているとこ

ろであります。 

これまでも観光協会、産業ネットワーク協議会等々の中で事業進捗を図ってきておりますし、

今現在も昨年１１月に発足いたしました村観光振興局として取り組んでいるところでありますが、

目標値であります平成３１年度観光客数３０万人については、今のところ、平成２８年、２９年

とも２１万人、３０年は２２万人と推移しています。この中で今後は人口減少で国内観光客が減

少する中、訪日外国人旅行客インバウンド戦略は重要な施策として積極的に取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 

 

議長（森 正仁 君） 

勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、今年３１年度が最終年ということでありますので、計画に沿った最後の仕上げの年

にしていただきたいと思います。 

 細かい数字は申し上げませんけれども、村が作成した財政計画、３１年から３５年の財政計画

であります。 

 それから先ほど申し上げました「公共施設等総合管理計画」、「人口ビジョン」、それぞれの数字

なりを総合的に見ますと、将来の村の財政の厳しさを感じるわけであります。時代の変化に先駆

けた持続可能な行政サービスの提供には、財源の保証が必要になると思います。そのためには、

規模の適正化、財源の再分配ということが求められているのではないかな、そのような時代に入

っているのではないかなと思うわけであります。 

 どう思われるか、お聞きをしたいと思います。 
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議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 先ほどご質問ありました通り、将来的な村の財政状況については、決して楽観できないと

考えております。特に、自主財源の乏しい小さな自治体では、地方交付税、それからまた起

債等の活用がどうしても必要ということであります。その中、先ほども申し上げましたが、

過疎債であったり辺地債等であったり、交付税措置がされる起債の活用というのはこれから

も有効に使わざるを得ないと考えておりますが、その中で起債される比率が高まる懸念があ

るということで、来年度に向けては繰り上げ償還等も含めて財政指標等の健全な維持に努め

てまいりたいと思います。 

 ただし、公共施設だけでなく、現在もそうですが、社会保障費等は増加を続けております

し、それから、これからも産業振興、それからまた村民福祉の向上について、必要な事業に

ついては、ある面、積極的に取り組む必要があると考えております。その辺についての財源

の確保については、これからもしっかりと様々な財源を考えながら取組み、将来の財政に備

えていきたいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、次の質問に入らせていただきたいと思います。  

 「一般社団法人木島平村観光振興局について」お伺いをしたいと思います。  

「農林水産業」、「商工業」の連携を図り、観光地域づくりによる地域経済の活性化を目的とし

て、行政主導、村主導で「一般社団法人木島平村観光振興局」が昨年１１月に設立、発足された

わけであります。グローバル化が進む中で、観光事業を通じて各産業振興につながり、振興局の

事業展開の強化で村全体の経済的発展に結びつくものと考えておりますし、その活動に期待をし

ているわけであります。 

独立採算を基本とした事業運営の中で、今の振興局の現状を見ていますと組織化が図られてい

るとは思えません。組織や機構図があったとしてもその機能が発揮されていなければ、組織化が

図られているとは言えないわけでありまして、今の振興局に対して村の人的支援が今まで以上に

必要ではないかなと思うわけであります。 

振興局は、村主導で設立した法人であり、村は設立時の発起人でもありますし、社員でもあり

ます。振興局の事業運営にあたって、村の責任は非常に重いと感じております。 

行政としての支援策、例えば、専任部署の設置だとか、職員の出向だとか、それから民間の活

力の活用が必要だと思うわけでありますが、その辺について伺いたいと思います。  
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また、２点お願いしたいと思います。 

発足をして５か月ということでありますけども、事業実績についてお願いしたいと思います。 

それから、２点目でありますが、連携メリットは、それぞれの産業にある仕組みづくりが必要

だと考えております。それをどのように考えておられるかお聞きをしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、「一般社団法人木島平村観光振興について」のご質問にお答えいたします。 

商工観連携により更なる強化による地域振興の先導役ともなる観光振興局への行政としての関

わりは大変重要と考えております。その中で専任部署の設置、職員の出向など、近隣地域の観光

関連団体の活用等、必要なことと認識をしております。ただし、当面は村が積極的に関わります

し、将来的にはやはり自立した団体としていくことを目指していきたいと思います。  

以下、事業実績等につきましては、担当課長がお答えいたします。 

  

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

 それでは、木島平村観光振興局について、村長の答弁に補足してご説明申し上げます。 

 主に２点のご質問であります。 

 設立以来、５か月が経ったということでの事業実績でございます。 

１１月以降の事業実績については、誘客宣伝事業では、従前の観光協会事業をベースしたスキ

ー場ＰＲイベント等の開催、八十二銀行大宮支店でのＰＲポスターの掲示、観光ＰＲのためのＦ

Ｍラジオへの出演等々、ウインターシーズン前の宣伝展開を中心に実施をしてきております。 

また、新たな事業として取り組んでおります旅行業事業については、大手旅行代理店との関係

構築のための長野県観光部主催の旅行商品商談会への参加。それと大手スポーツクラブ主催の子

供スキーツアーの受け入れ。インバウンド関係では、中国北京、上海、大連の旅行代理店との商

談交渉。また、春夏旅行商品の企画・造成。村内団体の国内ツアーの手配。航空券の手配等をこ

れまで実施をしてきております。 

なお、先般、３月８日には発地型旅行として津南ランタンツアーを開催したところ、商工会の

皆さんのお力添えもあり３０名の参加をいただき実施をしたところでございます。 

また、通常の業務の他、振興局内に専門委員会を設置し、１点目が誘客宣伝、２点目が情報発

信、３点目が旅行商品、４点目が特産品開発、５点目がイベント・事業の計５つの部会、ワーキ

ンググループを設置しながら各種事業の研究検討をしているところでございます。 
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次に、連携メリットの仕組みづくりについてであります。今回の津南ランタンツアーにおいて

も地元商店のオリジナル弁当の研究や、来春に計画しておりますシリーズ５回の「内山の雫ツア

ー」では、企画の段階から酒米生産農家、商店にも参画をいただきながら企画書を作成しており

ます。村の特性である農村風景をベースにしたヒト・モノを意識した旅行商品づくりを心がけて

いるところであります。このように旅行商品に多くに村民の皆さんが関わっていただくことで小

さな経済をコツコツと発生させていくことが重要だという認識でおります。そのプラットホーム

機能を振興局が果たすべきと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、再質問をお願いしたいと思います。 

 人を呼び込むためには、異業種間の連携を含めて地域の商品開発をいかに作っていくか、それ

を実行していくかということが大事かと思います。  

 また、地域連携も重要だと思いますが、ただ、行政間だけの連携ではなくて民間同士の連携も

大切ではないかなと思いますが、その辺についてのお考えをお伺いしたいと思います。  

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

勝山議員からの再質問２点でございます。 

１点目は商品開発であります。商品開発と言いましても、旅行商品もありますし、先ほど申し

上げました部会の中に特産品開発というような部会も設置し歩みを始めたところであります。そ

ういった中で住民の皆さんに多く関わっていただく商品づくり、これは物であったり旅行商品で

あったり、全てでありますが、そういったことを常に意識しながら取り組むことが肝要であろう

かと考えております。 

２点目の民間活用という点でございます。 

既に飯山市を中心とする信越自然郷９市町村による連携協議会には参加をしております。この

連携協議会を通じながら、この連携協議会の中で木島平村の立ち位置をしっかりと認識をしなが

ら、連携協議会の中で木島平村の観光作りがどのように進んでいくかという点についても、やは

り議論が必要ですし、これから逐次、進捗を図ってまいりたいと考えております。  

民間連携については、野沢温泉、志賀高原、中野も含めた観光関係団体との連携をこれからも

強化をしてまいりたいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 
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 勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、次の質問に入らせていただきますが、「農の拠点施設『ファームス木島平』の運営と

６次産業化の推進について」お伺いをしたいと思います。  

 農の拠点施設の導入事業にあたっては、多額の投資がされ、また、実施計画では今後も多額の

費用が必要としているわけであります。 

 課題は山積し、引くに引けない状況にあるわけであります。昨年の４月にファームス木島平の

運営は村直営となったということで、１年を経過しようとしておりますが、次の点についてお伺

いしたいと思います。 

 １点目でありますが、加工室の今後の利活用計画について、お願いをしたいと思います。  

 ２点目でありますが、入り込み客数と利用施設、テナントの事業実績、それに対する計画対比

についてお願いをしたいと思います。 

 ３点目、農の拠点施設の事業を導入するにあたり、その時の事業計画と実績についてお願いを

したいと思います。 

それから、この農の拠点施設につきましては、村の拠点施設の設置条例ということで、農業の

６次化による都市住民と地域住民との交流促進を通じて、農業、農村の振興と地域経済の活性化

を図るという目的もあるわけでありますが、６次化について２点お願いをしたいと思います。  

１点目でありますが、６次産業推進協議会の事業活動とその成果についてお願いをしたいと思

います。 

２点目でありますが、６次産業の推進状況についてお願いをしたいと思います。  

以上、５点お願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、農の拠点施設「ファームス木島平」についてのご質問にお答えいたします。 

農の拠点、道の駅ファームス木島平につきましては、ご存知の通り多額の補助金と交付税措置

率の高い起債を活用しております。今後、有効活用した場合としない場合の補助金等の返還、今

後掛かる経費等を比較検討した結果、有効活用した方が有利と判断いたしました。 

活用する以上は、単に経費面だけでなく、誘客や村の情報発信、農産物やその加工品の出口と

して成果を上げることも必要と考えております。そのためには、当面村が直接管理をし、その間

に施設の不備なところを整備したいと考えております。 

 現状等、個々の質問については、担当室長が答弁します。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山産業企画室長。 
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（「はい、議長。」の声あり） 

（産業企画室長「丸山寛人 君」登壇） 

 

産業企画室長（丸山寛人 君） 

それでは、いただきました５点の質問について、村長の答弁に補足してご説明をさせていただ

きます。 

１点目の「加工室の今後の利活用計画について」でございますが、既存の加工室については、

菓子製造施設、アイスクリーム製造、それからチーズ製造、ソース類の製造、食肉製品の製造、

製粉が可能な施設となっております。 

アイスクリーム製造室については、カフェ店で昨年７月から使用しておりますが、その他の施

設については、現在使用していない状況です。 

加工室については、以前現場をご確認いただいているとおり、屋根の老朽化が激しい箇所でも

あり、修繕工事を実施する場合、工事期間中施設が使用できないことが想定されます。  

また、建設以来未使用となっている食肉製造関連施設については、別の用途での使用も検討す

る必要があると考えています。 

今後、加工室の利活用計画と屋根等の修繕計画をセットで検討を進めてまいりたいと考えてい

ますので、よろしくお願いいたします。 

２点目の「入り込み客数と利用施設の事業実績と計画対比について」でございます。 

リニューアルオープン以降１１月までは客数、売り上げ共に計画を上回る数値で推移してまい

りましたが、１２月以降は客数、売り上げとも減少しております。昨年７月から３月末までの３

店舗の見込みとしては、概算客単価から推計した客数については約２万９千人、売り上げについ

ては約２千３８０万円でリニューアルオープン前にご説明させていただいた計画と比較して、客

数、売り上げとも約９０％程度と見込んでおります。農業振興公社並びに関係スタッフの努力に

より、平成３０年度は３店舗の合計収支状況もほぼ計画通り推移すると考えております。 

３点目の「当施設導入事業における当初事業計画の内容について」でございます。 

 農の拠点施設については、平成２５年度の木島平村地区活性化計画に基づき、農産物の付加価

値を高めるための直売施設や農産物加工施設、地産地消・郷土食を提供する農家レストラン等を

併設した農業の６次産業化施設を整備した事業です。 

この事業計画では、地域農産物の直売・加工による農業の振興、都市住民との交流促進、雇用

の場の確保など農業農村地域の活性化を図ることを目的に、交流人口の増加を目標としています。 

農の拠点施設のみでの来場者数の設定目標については、年間５万８千人となっており、平成２

９年度実績は、３万３，６２４人、率にしまして５７．９７％となっております。 

４点目の「６次産業推進協議会の事業活動状況と成果について」でございます。 

 ６次産業推進協議会については、平成２７年に設立され、平成２８年度までの２年間、村内逸

品コンクールを開催し、村民から提案のあった柿スイーツやキノコのおやつの商品化、特産品化

を目指し、商品化試験、展示会・商談会への参加、テストマーケティングなどに取り組んでまい

りました。 

 協議会については、平成２９年６月の総会以降活動を停止しております。事務局として活動を

停滞させてしまったことについては深くお詫び申し上げます。  
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 各団体から選出されている役員及び幹事の多くの方が改選をされている状況でもあり、改めて

協議会の位置付けや役割、協議会の業務、構成員を早急に再検討し、村としての６次産業推進に

取り組んでまいりたいと考えております。 

５点目の「６次産業の推進状況について」でございます。 

 村としての６次産業の推進状況については、先ほどもご説明した通り、協議会同様大変停滞し

ていることにつきましては所管担当としてお詫び申し上げます。 

 ６次産業の推進は、農産物の高付加価値化や地域農業・農村の振興には欠かせない重要な事項

と考えております。今後、村民の皆さまのご意見ご提案等をいただきながら、業務を停滞させる

ことないよう村の６次産業推進に取り組んでまいりたいと考えています。  

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

 勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、再質問をお願いしたいと思いますが、ファームス木島平の平成３１年度の事業方針

が決まっていると思います。その中での重点事項、それから改善事項、変更点などがあったらお

願いをしたいと思います。 

 まず、加工施設の関係でありますが、食肉関連施設については用途を検討しているということ

であります。その検討内容等がありましたらお話をいただきたいと思います。  

 それから、加工室の利活用計画については、屋根の修繕計画もセットとして検討を進めるとい

うことであります。その修繕計画等ができあがった時点で加工施設が利用できると考えるわけで

ありますが、その辺の進め方等々についてお願いをしたいと思います。  

 それから、農の拠点施設の当初計画の５万８千人について、２９年度実績が３万３千人という

ことであります。計画対比でいくと５７．９７％と報告をいただいたわけであります。通常、概

ね８０％ぐらいというような数字も出ているわけであります。この数字をどのように思われるか

お願いをしたいと思います。 

 ６月の私の一般質問でありますが、２９年度、この農の拠点施設のみの来場者数と言われてお

りますので、その辺の数字の取り方が分かりませんが、その時の数字でありますと１０万１千人

がこのファームス木島平に来られたという報告を受けております。その違いについてご説明いた

だけたらなと思います。 

 それから、６次産業の関係であります。 

 まず、６次産業推進協議会についてであります。これについては、２９年の６月の総会以降、

停滞をしているということであります。では、３０年度の総会はどうなっているのかと思ったり

するわけであります。調べてみますと６次産業推進協議会の村の６次産業化、地産地消推進戦略

という立派な戦略の冊子が出ているわけでありますが、２８年の９月に村の６次産業推進協議会

が作成をしているものであります。ここに参加されている団体が９団体、農業委員会から始まっ

て農業振興公社、ＪＡながの等々が入って、９団体が関わっている組織であります。この中を見

ますと、ただ単に６次化を推進しているということではなくて、村全体の進捗状況の把握だとか、



 11 / 74 

 

地域資源の掘り起こしの活用だとか、６点の項目があがっております。地産地消の推進だとか販

路拡大の促進だとか、そういったものがあります。それから６つの重点プロジェクトというよう

なことで、道の駅ファームス木島平の魅力アップだとか農産物直売所の安全安心対策だとか、そ

ういったものがあがっているわけであります。物を作るだけではなくて村の６次化の推進にあた

っての核となるこの推進協議会だと思います。なぜ、そのような状況になったのかお願いをした

いと思います。 

 それから、村としての推進状況についてであります。総合振興計画の中にも農業の６次産業化

の推進ということで謳われているわけであります。「農の６次産業化の施策を推進し、村の農産物

の直売、加工、飲食、流通、販売の新たな循環サイクルを確立し、地域経済の活性化と雇用の拡

大を目指します」ということであるわけであります。  

 ３０年度も予算化されておったわけでありますが、６次化推進事業の補助金等があります。そ

れから３１年度にもそういった関係予算があがっているわけであります。なぜこのような状況に

なっているのか。先ほど今後の方針についても言われておりますが、改めて、確認の意味で再度

お願いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山産業企画室長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業企画室長「丸山寛人 君」登壇） 

 

産業企画室長（丸山寛人 君） 

それでは、勝山議員の再質問についてお答えします。 

 まず、何点かございまして、漏れ落ちありましたらご指摘いただければと思いますのでよろし

くお願いします。 

 まず、今年度の事業方針等でございますが、農の拠点施設についてはこれまでいろいろご説明

してきたとおりでございます。改善計画、運営方針等を現在検証しているところでございます。

それぞれの店舗運営といったものも今後の活用については大きな影響も当然ありますし、それら

がベースとなっていることも事実かと思います。これらを基に、施設そのものの運営、維持管理

費といったものを検証しながら事業方針を考えていきたいと思います。  

 また、加工施設の関係でございますが、食肉加工の施設の変更の検討状況でございます。食肉

加工としては、これまで利用が全くされていないという現実を踏まえまして、また、食肉加工の

難しさ等も当然あるわけでございます。そういったものを考慮して、施設として使用しやすい許

可基準のものを検討していきたいと思います。ただ、実際に誰がやるとか、どのようなものを作

るかというものについては、今後になります。 

 また、こういったものが先ほども申し上げたとおり、屋根の改修個所と同じ場所になります。

ですので、改修計画そのものと、加工室利用は並行して検討していくという形になります。今年

度としては、屋根の修繕箇所の設計を進めるとともに加工室の利活用検討を進めるというのを同

時に進めてまいるという形になります。ですので、屋根修繕の方向性と加工室利用は、同時に検

討を進めさせていただきたいと考えています。 

 次に、当初計画に対して利用人口等の考えでございます。先ほどご説明しました５０数％の数
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字でございます。これについては、これまで国に上げている補助事業の関係でございまして、単

に農の拠点施設のみでの逆算した数字目標と比較しての数字でございます。実際に、先ほど申し

上げました木島平地区活性化計画については、他の観光人口、例えば、樽川の来場者数、それか

ら他のものについても、観光人口について考慮しておりますので、事業全体としては、２９年度

末、報告では７４％程度の数字で推移してございます。また、平成２９年度の実績で、以前１０

万１千人程度のものについての報告があったかと思います。これについては、これまで道の駅の

利用者数を会計レジ数の３倍ということでご説明してきた経過があるかと思います。ですので、

先ほど国であげている数字、３万３千人程度の申し上げた数字については、あくまでもそういっ

たものを考慮していない数字でございます。ですので、来場者数にすると、それを３倍にした数

字という考えをしておりますので、ご理解をいただければと思います。  

 次に、６次産業化推進協議会のこれまでの経過、なぜこういった事態になってしまったかとい

うことでございます。平成３０年度につきましては、６次産業化推進、当然道の駅とは並行して

やらなければいけない業務ではございますが、道の駅、特に３店舗の事業推進を優先してやって

きた経過がございます。それによって停滞することは先ほど申し上げたとおり、事務局としては

大変申し訳なかったと思いますが、含めまして今後とも積極的に停滞することなく進めてまいり

たいと思います。 

 また、村の６次産業化の補助金でございます。平成３０年度につきましては、これは上限２０

万円の補助金でございますが、１件の利用者がございます。また、３１年度につきましても当初

予算で２件分の予算化をさせていただいております。民間の方の６次産業化、特産品開発といっ

たものを支援していくという村の立場については変わりありません。今後とも支援を継続してい

きたいと思いますので、補助金等についてのご理解はお願いしたいと思います。  

 

議長（森 正仁 君） 

 勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

 それでは、最後の質問になりますが、「森林管理整備事業の推進について」ということでお願い

したいと思います。 

 市町村が主体となった新たな森林管理制度が開始されます。今議会定例会にも提出議案として

木島平村資金積立基金条例に木島平村森林環境譲与税の活用基金を加える条例の一部改正案と、

平成３１年度森林環境譲与税に関連する予算が示めされておるわけでありますが、平成３０年５

月２５日に新たな法律である「森林経営管理法」が成立をして、この３１年４月１日に施行され

ます。「森林経営管理法」は、森林バンクとでも言うべき新たな仕組みづくりということでありま

して、所有者が放置している森林を市町村が代わって公的に管理する新たな制度改革だと思うわ

けですが、そうした中で村への負担増が懸念されるわけであります。この新たな制度についての

今後の取組みと併せて「国税森林環境税」及び「森林環境譲与税」について、森林整備等に使わ

れる環境贈与税は平成３１年度から実際贈与が開始されます。  

村では税額２００万５千円を基金に積み立て保留する案が出ておりますが、この財源で森林関

連事業をどのように進められていくのか、その計画をお伺いしたいと思います。 
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それから、森林環境関連事業で８点お願いしたいと思います。  

まず、１点目であります、「森林経営管理法」それから先ほど言いました「環境税」関係の概要

について、お願いしたいと思います。 

２点目でありますが、森林経営管理制度にあたっては、最終的には村が管理する森林が出ると

いうことを想定すれば、対応には限界があると思います。組織体制づくりなどの取り組み状況、

対応などについてどうお考えなのかお伺いをしたいと思います。  

３点目でありますが、森林経営管理権集積計画、それから森林管理実施権配分計画の策定につ

いて、その状況なり考え方をお願いしたいと思います。 

それから、４点目でありますが、譲与税の按分基礎である私有林人工林面積、人口、林業従事

者数、これが５対３対２で配分されるということでありまして、人口割があるということであり

ますから、森林がほとんどない都市部についても多額の財源が配分されるということになるかと

思います。その按分基礎であります当村の私有林の人工林面積、人口、それから林業に携わる従

事者数についてお伺いをしたいと思います。 

それから、５点目であります。現状の林業事業を考えれば、国・県等の補助事業がなくては、

交付事業もそうですが、村森林整備が進まないと思います。村では、平成２７年４月から３７年

の３月まで村の森林整備計画があげられています。その進捗状況もお願いをしたいと思います。 

それから、６点目でありますが、長野県は平成２０年度がら「長野県森林づくり県民税」、通称

「森林税」と言われていますが、それが導入されており、森林づくりに取り組んできているわけ

でありますが、平成３０年度から新たに３期目の事業、森林税がスタートするということであり

ます。この森林税の活用状況についてお話をいただきたいと思います。 

それから、７点目であります。村の住まいづくり促進事業で、村産材から県産材に使用範囲が

広げられたということで、地元産の材木の活用状況が分かったらお願いをしたいと思います。 

それから、８点目であります。村と北信州森林組合との森林整備事業委託契約「ふう太林業経

営団地」に属する対象森林約１５．５ｈａにおいて、平成２６年４月１日から平成３１年３月３

１日の委託経営が終了するわけでありますが、その伐採後の「ふう太の森」の植林整備とか生育

の状況についてお伺いをしたいと思います。 

以上です。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、勝山議員の森林整備管理事業ということでご質問にお答えいたします。  

森林環境贈与税につきましては、放置又は放置が懸念される民有林について、循環資源として

有効に活用することが大きな目的となっておりますが、同時に国民が森林や林業に関心を持つこ

とも求めております。そのため、森林は少なくとも人口が多い都市部にも譲与されます。村では、

調布市などに森林や山を活用した交流事業を提案しています。  

いずれにしましても、専門人材の確保など自治体ごとに対応するのは困難だと思います。近隣
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市町村も同様であります。本格実施に向けて広域での対応を進めていく必要があると考えており

ます。 

新たに始まります森林経営管理法の概要と現時点での取り組み状況、併せて森林環境税、森林

づくり県民税の活用施策に関するご質問については担当課長から答弁します。 

 

議長（森 正仁 君） 

 髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

それでは、勝山議員からの森林整備事業の関係で８点のご質問についてお答えをさせていただ

きたいと思います。 

まず、１点目「森林経営管理法」「国税森林環境税・譲与税」の概要についてのご質問でありま

した。 

議員ご案内のとおり、昨年５月２５日の国会で「森林経営管理法」が可決いたしました。この

４月から「新たな森林管理システム」がスタートいたします。これは戦後高度経済成長期に植栽

されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育っており、木材として利用可能な時期を今迎えてい

るということで、「伐って、使って、植える」という森林整備を今後も循環的に利用してく時代に

本格的に入っているという状況でございます。 

一方、長期的な林業の低迷や森林所有者の高齢化に伴う境界の不明確等の課題も今現在多く、

森林の管理に非常に多くの労力が必要となる事態が発生していることがこの法律施行の背景でご

ざいます。 

そこで、適切な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者や市町村に委

ね、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることが目的で

創設されたものであります。 

概要としましては、１点目、森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため、責務を明確化す

ることが１点目であります。 

２点目は、森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合には、村は森林所有者から経

営管理の委託を受ける、これは経営管理権と言いますが、委託を受けることが２点目。  

３点目は、林業経営に適した森林を意欲と能力のある林業経営者に再委託をする、これは経営

管理の実施権であります。 

４点目、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、村が公的管理を行

うことであり、当面は対象森林を選定するため、意向調査や境界の明確化などの作業を行う予定

とされています。これについては、概ね１０年間で村内を一巡する長期的な作業スケジュールを

今現在は想定をしております。 

次に、森林環境譲与税の概要についてであります。新たな森林管理制度の創設と合わせて、平

成３１年度税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されます。  

森林環境譲与税とは、森林整備に対して、国が「森林環境税」として広く国民全体に負担を求

め、それを財源に「森林環境譲与税」として市町村に譲与するものであり、村が行う間伐等の森
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林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の活用を予定しており、森林経

営管理法における「村が公的管理を行う再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林」

の管理費用に対して充当されるものでございます。 

 次に２点目。組織体制づくりなどの取組状況についてであります。長野県林務部を中心に今現

在、「新たな森林管理システム」等の効果的な運用に向けた検討会ワーキンググループによる検討、

これは県と市町村による協議会を既に５回開催をされております。それぞれが開催されており、

主な意見としては人材不足、市町村を支援するための体制の構築、広域化、森林環境譲与税は「新

たな森林管理システム」を中心に活用することが重要との意見が出ているという状況でございま

す。広域連携体制の構築に向けたスケジュールについては、平成３１年、準備協議会、平成３２

年からは広域連携体制の立ち上げ、平成３６年からは本格運用、具体的には森林整備の実施です

が、これについては平成３６年からと、今は研究グループの中では検討されている状況でござい

ます。 

次に３点目。森林経営管理集積計画、森林管理実施配分計画の策定状況についてのご質問であ

りました。 

森林経営管理集積計画とは、村が経営管理の実施されていない森林において、集積の必要性等

を勘案して、森林所有者に対し、経営管理の意向に関する調査を実施し、計画対象森林を選定、

経営管理の方法や１５年程度の計画期間について、森林所有者から同意を得る、経営管理権の同

意を得るもので、計画対象森林は、民有林、私有林、人工林、森林経営計画の未策定のものが対

象であります。 

経営管理実施配分計画については、経営管理権を有する森林について、民間事業者に森林経営

の再委託を行う際、経営管理実施権配分計画、つまり契約書を作成することが必要で、契約期間、

経営管理の方法、森林整備の精算等、現在、いずれも策定していない状況でございます。今後の

制度の運用に向けて、北信地区管内は検討中という状況であります。 

次に４点目。譲与税の案文基礎である私有林人工林面積、人口、林業従事者数についてでござ

います。今現在、私有林の人工林の面積は１，４８３ｈａであります。人口４，６５８人、林業

の就業者数は９名であります。これらは譲与額算出指標及び譲与額を参考にしております。 

次に５点目。村森林整備計画の進捗状況についてであります。森林整備計画は１０年を１期に

５年ごとに作成しており、森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、森林整備を

推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範を定めておるものであります。 

木島平村森林整備計画期間は、平成２７年４月１日から平成３７年３月３１日までの１０年間

でありますが、森林整備計画書中「森林の施業の合理化に関する基本方針」の中で、北信森林管

理署、長野県、村、森林所有者、森林組合等の林業関係者間で、相互に合意形成を図りつつ、地

域一体となって合意形成を進めることとしております。なお、集約化した森林は、森林経営計画

の策定を目標に掲げており、目標値は３４０ｈａであります。これについては、平成２７年から

３１年度の５年間であります。平成３０年までの実績については、３９１ｈａで進捗率について

は１１５％であります。施業団地については、小樽団地、ようす団地、大沢入団地、棚下団地、

荒古団地、千石団地であります。平成３０年度森林整備地域活動支援交付金の実績については、

内容として森林経営計画作成促進が５８万４千円、森林境界の明確化については、３３７万５千

円、事業費が３９５万９千円であります。財源については、国が５０％、県が２５％、村が２５％

でありました。 
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間伐等の森林整備に関する事業、信州の森林づくり事業でありますけれども、これについては

県から事業主体へ直接補助となっているものであります。補助率は７０％、村負担はございませ

ん。 

次に６点目であります。「森林づくり県民税」の活用状況であります。県は、森林の持つ多面的

な機能を維持・増進させるために、これまでの財源では十分に対応しきれなかった里山における

間伐等を集中的に推進するために森林税を導入しております。平成２０年度から１０年間にわた

って事業を実施してきておりまして、長野県森林づくり県民税に関する基本方針、これは平成２

９年１１月に出されておりますが、それに基づき、平成３０年以降も５年間継続して事業を実施

する予定としております。 

 村の実績としては、直近で申し上げますと、平成２５年にはニコニコファーム内の枯損木の伐

採３０本、平成２６年には同じくニコニコファーム内の枯損木の伐採１５本、平成２７年には、

道の駅ファームス木島平の案内看板、２８年にはカヤの平高原の木製テーブル・ベンチ、小学校

の木質化、箸づくり、２９年にはミレニアムの森の除間伐、小学校の木質化、３０年、昨年であ

りますが、カヤの平牧場の牧草の表土の剥ぎ取り工事等々を実施しております。これまでの合計

額、平成２０年から９２８万２千円でございます。  

次に７点目でございます。地元産木材の活用状況についてであります。北信州森林組合の提供

による素材生産量データによりますと、北信管内全体の素材生産量は１７，８４２㎥、これは過

去５年間の平均であります。そのうち村の素材生産量３，２７１㎥であります。 

北信州森林組合から村内の事業者への出荷量が８９５㎥であります。これも過去５年の平均で

あります。 

用途別では素材生産量の半分を「合板」が占めているという状況でございます。平成１６年の

実績と比べて生産量はこの時点で４倍に伸びている状況であります。この４倍に伸びているとい

う状況については、森林整備地域活動支援交付金における計画的な経営管理と境界の明確化、信

州の森林づくり事業等による森林整備の成果が大きいとの認識でおります。 

最後に８点目。「ふう太の森」の植林整備・育林状況でございます。森林整備事業委託契約、こ

れは平成２６年４月１日から本年３月３１日までで、平成２６年の時点で預り証が１，０９４万

４，６５５円であります。その後、収入間伐としての収入が２１万５，７７３円ありまして、事

業費負担が４５５万７，９９０円でございます。この事業負担については、森林組合は国・県の

事業を活用しておりますので、村の負担分については４５５万７千円とご理解いただければと思

います。平成２６年から３１年度まで植栽としてカエデ、カラマツ、ナラ、下草刈り、間伐等を

実施しております。その他、養護学校による植栽体験の会場として活用をしているという状況で、

残額６６０万２，４３８円でございます。 

以上でございます。 

 

議長（森 正仁 君） 

会議の途中ではありますが、ここで暫時休憩といたします。  

再開は、１１時１０分でお願いいたします。 

（休憩 午前１１時０２分） 

（再開 午前１１時１０分） 
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議長（森 正仁 君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

勝山 卓 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

２番 勝山 卓 議員 

それでは、再質問をお願いしたいと思います。 

前段、それぞれの事業に対して説明を受けたわけであります。  

１点でありますが、所有者に対して経営管理の意向に関する調査を実施するということであり

ますが、その中で所有者の不明林だとか不在地主の森林など、そういった点についてどのような

処理をされるのかお伺いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

勝山議員の再質問にお答え申し上げます。 

これから始まる森林管理システム、新たな運用が始まるわけでありますが、その際に市町村が

委託を受ける内容、不在地主であるとか森林所有者が不明な点、この点については、元来、大変

な懸案事項でもあります。新しい制度の枠組みの中で、どうやってそういったものを回収してい

くかも今後の検討材料になろうかと思います。 

なお、冒頭、私が説明申し上げましたけれども、新たな森林管理制度を運用する部分について

は、市町村と出ておりますが、長野県の場合は、広域での組織体制を構築しているという内容で

あります。繰り返しになりますが、新年度、平成３１年は準備協議会を設け、平成３２年からそ

の組織体制づくりに着手し、具体的な森林整備自体は平成３６年が当面の目途と考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、勝山 卓 君の質問は終わります。 

（終了 午前１１時１２分） 
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議長（森 正仁 君） 

 ７番 江田宏子 さん。 

（「はい、議長。７番。」の声あり） 

（７番 江田宏子 議員 登壇） 

 

７番 江田宏子 議員 

私は、通告に基づきまして３項目の質問をさせていただきます。 

１項目目は、職員の育成と人材活用について村長にお伺いします。 

まず、職員の育成についてです。 

耳の痛いことを申し上げますが、ここ数年、住民の方からも「職員教育はどうなっている

のか」という声をよく聞きます。もちろん、仕事に真剣に向き合い、住民の皆さんとしっか

りコミュニケーションできる優れた職員も少なからずいますが、住民対応、事務処理、仕事

への取り組み方など、基本的なことでさえ、指導が望まれる職員が目に付くことも事実です。 

職員人件費は毎年６億円を超え、予算の中で約17％と、最も大きな割合を占めています。

まずは、職員一人ひとりがそのことをしっかり心に留め、自分が木島平村を担っていくとい

う意識、また将来、村を担っていく職員を育てるという意識を持ち、全体のレベルの底上げ

を図ることが、今、最も「重要かつ喫緊」の課題だと感じます。村長も、職員の意識につい

て、常々、訓示されていらっしゃることと思いますが、一朝一夕にはいかないというのが現

実でしょうか。 

「企業は人なり」とよく言われますが、自治体も同様です。いかに熱意のある職員や、し

っかり仕事をする職員を育てられるかが重要です。「仕事に向かう姿勢や考え方、事務処理力、

住民や業者への対応、ビジネスマナー等」、公務員としての基本を身に付けることは言うまで

もありません。そこに、専門的な知識や技能・アイディアをプラスし、それぞれの職員や部

署が「先進地を目指す！」という意気込みや熱意で、一歩一歩着実に取り組むことが、一番

の村民益、福祉の増進、住民サービスの向上、村の活性化につながり、ひいては村外へのア

ピールにもつながっていきます。 

そこで質問ですが、現在、職員の育成・研修、例えば、新人教育・自己啓発・相互啓発・

部下の育て方・スキルアップなどはどのような計画・体制・方法で行われているでしょうか。

また、今後の取り組みについて新たに考えていることはあるかお伺いします。 

次に、人材活用についてです。 

「村民の皆さんに寄り添った村づくり」や「村の活性化」を進めるためには、限られた予算

でどう工夫するか、今ある資源や人材をどう活かすか、持続可能な地域をどう作っていくか、

これからは、思い切った考えや、ある意味、突飛で奇抜な発想も必要だと思います。そのた

めには、村に対する熱い思いの方や、専門的な技術や知識・経験のある方たちから知恵や力

を借りたり、事業によっては、積極的に官民連携・産学官連携等での事業展開を考えたりす

ることも必要だと感じます。ただ、それにつけても、村の事業として取り組むには、それを

形にしていく職員の存在は大変重要です。元気な村づくりには、前段で述べた「職員自らの

発想やアイディアを形にすること」と共に、あえて、住民の皆さんの力をお借りし、意見を

引き出したり、活用したりすることも大切です。村の事業に関わることで、村づくりへの関

心も高まりますし、協力しようという気持ちも生まれます。そのためには、住民パワーを活
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かすつなぎ役、各種検討委員会などで意見を引き出し、整理していくファシリテーター的な

役割の存在も必要です。また、様々な資格取得など、村づくりに必要な能力を身に付ける職

員や住民を増やしていくことも持続可能な村づくりにつながります。職員のスキルアップは

もちろん大事ですが、村民がスキルアップすることで、村にとって必要な人材確保・人材活

用にも広がります。村が求める資格や技能について、村民のスキルアップに向けたサポート

はできないでしょうか。 

また、事業を進める上で必要なアドバイザー・有識者などとして、村外在住の村出身者の

方も含め、既に専門的な経験や技術や技能のある方の登録や活用なども考えてはいかがでし

ょうか。村長の見解をお伺いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓 正博 君） 

 それでは、最初に職員の育成ということでありますが、職員の育成・教育については、新

規に採用した職員に対しては、行政の職員として最低限の常識、知識を得るために、職場に

おいての指導に加えて、長野県市町村職員研修センターで行います研修会にも全員が出席を

してきているところであります。そしてまた、ある程度年数を重ねた職員に対しては、中堅

職員としての心構えや責任を考える研修など、時期に応じた研修に参加しております。また、

日常の職務にあたって専門的な知識を得るための実務研修にも積極的に参加するようにして

おります。この他、長野市等で行われる研修については、なかなか１人２人とか大勢の人数

での参加はできません。そこで講師を派遣していただいて、より大勢の職員が参加できるも

のも計画しております。最近では、接遇能力向上と公務員倫理と使命をテーマに、ほぼ全員

の職員が役場で受講しております。研修に参加することが職員を育成するための全てではあ

りませんので、職員の人材育成のために始めた人事評価制度をより効果が上がるものとする

ため、昨年は評価する側と評価される側の両面の研修を受け、実践をしております。そして

また、職員が地域の住民として地域の活動に積極的に参加する、そのようなことも求めてお

ります。また、若手職員を中心にしまして調布市などとの交流イベントには課を超えて参加

し、現場を体験するなど、それらも研修の一環と考えております。 

 計画・体制については、総務課が担当し、年間スケジュールに沿った職員への割り振りを

行っております。職員の育成については研修や指導を受けながら、本人がいかに自覚して意

識を持つかが大事であります。村民益の向上、村民福祉・サービスの向上に繋がる職員であ

るよう、引き続き努めてまいります。 

次に、人材活用についてでありますが、これまでも行政委員の皆さんや各種検討委員会を

お願いする村民の皆さんに、村づくりの知恵を相談させていただきました。人生経験が豊富

で、専門的な経験や技術を持った方が大勢いることを十分承知しております。例えば、教育

現場では、放課後子どもの教室のスキルアップ教室では、専門的な経験を持った方に講師と

して直接指導をいただいております。コミュニティスクールの運営や学校運営協議会におい
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ても、既に大勢の皆さんの力をいただいている状況であります。加えて、村外で活躍された

あと、定年を機に村に戻ってこられた方も多くおられますので、村外在住者も含めて、今後

も村づくりにご理解をいただくよう努めてまいります。そしてまた、今後、意見を聞くため

の委員や講師等だけではなく、村または村の機関の職員として人材を求めていくことも必要

と考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

 江田宏子 さん。 

（「はい。」の声あり） 

 

７番 江田宏子 議員 

再質問をさせていただきます。 

今、答弁の中でたくさんの研修等が用意されていることはわかりました。村長の答弁にもあり

ましたように、その研修にどのような姿勢で向かうかというそれぞれの職員の参加意識が要だと

思います。私が就職した際に言われたのは、２年目が勝負と言われました。２年目にどのような

意識でいるか、どう仕事に取り組むかで、そのあと伸びるかどうかが決まるということ。 

まさにその通りだと思いました。「鉄は熱いうちに打て」と言われるように、新人から数年の間に

育てることが大事だということです。公務員の場合、異動もあり、新たな部署に行った時も育て

るチャンスだと思います。それには、上司の指導、育てる意識が大事だと思います。そして上司

は、部下が見習いたいと思うような姿勢で仕事をしていただくことが理想です。それが脈々と続

くことで組織は強いものとなります。そう考えると、上司の意識も非常に重要だと思います。 

そこで、質問ですけれども、内部での部下を育てる意識や育て方の共有などはどうされている

でしょうか。また、他の自治体の職員との切磋琢磨、先進地研修、民間の厳しさやサービス業の

意識を養うための民間企業での研修なども刺激になると思いますが、実施の現状と見込みについ

て、また、職員の自主研修や資格取得等に対する村としてのサポートや参加状況についてお伺い

したいと思います。 

それから、村民の人材活用についてです。最初の質問の中でも質問しましたけれども、村が求

める資格等を取る場合のサポートは考えられないでしょうか。例えば、２０年ほど前、栄村で下

駄ばきヘルパー制度創設の際には、ヘルパー養成講座を村が開き、たくさんのヘルパーが誕生し

ました。村主催で各種養成講座を開催したり、または、資格取得であったり、これは何でもいい

という必要ではなく、村での人材活用につながるような特定の資格取得で良いと思うのですけれ

ども、それに対し、補助を出すことなどは考えていないか、村長にお伺いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓 正博 君） 

再質問にお答えいたします。 
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おっしゃるとおり、職員の育成については、若手職員の立場からだけでなく、やはり係長、課

長等の基本的な姿勢が一番大事だと思います。そんなことで庁内会議、課長会議等については再

三そのようなことを申し上げております。場合によれば国家の職員に対してどのように指導する

べきか、そのようなことも指導していることもあります。それからまた、職員の自主的な研修に

ついてでありますが、これについては総務課長の方から答弁をいたします。そしてまた、職員が

積極的に自分のスキルを伸ばすために資格を取る、それについては、その個々の場について判断

をしながら支援をしていく、そういう体制を考えたいと思います。村民に対しては、村民一般で

はありませんが、昨年から小中学生等が英検や漢検であるとか、自分の技術を伸ばすためにチャ

レンジをする。その場合の助成を行っておりますが、場合によれば村民に対しても必要だという

ご意見かと思います。それが村のためにどういう形で繋がってくるのか、その辺をしっかりと考

えながら進めていく必要があるかなと思います。いずれにしても、参考にさせていただきながら

これからの職員の研修、そしてまた、村民の活用についても検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 

議長（森 正仁 君） 

武田総務課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（総務課長「武田彰一 君」登壇） 

 

総務課長（武田 彰一 君） 

 今の村長の答弁に若干補足をさせていただきます。 

 職員の自己の研修ということで、以前に職員が、段取りされた研修の他に、自分で計画を

して、下段取りから相手への連絡まで全て企画をした、そういう研修を自ら研修してきた後

に、その内容について職員全体に、村民も含めてでありますけれども、その内容について報

告をした、そういうものを実施してまいりました。最近ではそのものを使用していませんけ

れども、そのものをルールとして残していますので、職員提案の中でそういう必要があれば、

どんどんそういうものを是非実施をしていきたいと考えております。 

また、資格の取得であります。同じように、そういう内容の中で、職員自ら企画をした中

で資格取得もそこに含まれているものであれば、内容にもよりますけども、研修の中のもの

としていきたいと考えております。住民に向けての資格取得ということでありますけれども、

これからどのくらい住民の要望があるのか、そういうものもご意見等を聞きながら進めてい

きたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

江田宏子 さん。 

（「はい。」の声あり） 

 

７番 江田宏子 議員 

それでは２項目目といたしまして、ファームス木島平の運営について、２点村長にお伺いしま

す。 



 22 / 74 

 

昨年１２月議会の一般質問で、ファームスに関していろいろな部署が混在し、指示系統が曖昧

でわかりづらいという指摘をしたところ、村長からは、一体的な施設管理ができるような体制を

平成３１年度の予算編成の中で考えていきたいという答弁がありました。 

まず１点目として、新年度の運営体制は固まったでしょうか。検討状況を伺います。  

２点目として、ファームスの運営について、継続せざるを得ないことは致し方ないとして、運

営計画・経営計画がなければ、活性化や経営の改善は見込めません。改善が見込めない施設に多

額の修繕費、施設整備費、維持管理費を注ぎ込むことは納得しがたいことです。また、仕方なく

運営するのか、積極的に運営するのかによっても、結果は変わってくると思います。先ほど、村

長答弁でもありましたけれども、「やるならやる！」ということで、以前からも申し上げている通

り、今までとはイメージの違う道の駅として展開していくことも必要だと思います。そこで、今

後、村民の皆さんにも、施設の運営計画や経営計画などを示し、改善する方向性を示す、理解を

求める必要があると思いますけれどもいかがでしょうか。 

村長の見解をお伺いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓 正博 君） 

それでは、ファームス木島平の運営についてでありますが、平成３１年度につきましては、利

用形態・業務の形態については現在と大きく変わらないと思いますが、主に村が主体的に経営と

管理に関わって、観光振興局と農業振興公社が一体的に施設全体を管理運営する方向で検討して

おります。そのための体制を４月以降整えたいと考えております。ただし、将来的には自立して

管理運営できる体制を目指しているということであります。 

それから、道の駅、農の拠点、道の駅ファームス木島平を含めてでありますが、これについて

は先ほど申し上げましたが、活用する以上はしっかりと村民の皆さんが理解をしていただける、

それだけの効果がある施設として活用を目指し、そのうえで、改修等費用の計上を提案していき

たいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山産業企画室長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業企画室長「丸山寛人 君」登壇） 

 

産業企画室長（丸山 寛人 君） 

それでは、２点の質問に対し村長の答弁に補足してご説明させていただきます。 

１点目の「運営体制」でございますが、平成３０年度から村で直接管理を進めてきております。

本格的には昨年７月のリニューアルオープン以降であり、現時点まだ１年を経過していない状況

です。これまでもご説明させていただきましたが、施設全体の維持管理運営費や修繕箇所の検討、
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店舗運営の検証を現在継続しているところでございます。先ほども村長の答弁にもございました

が、３１年度４月以降も一定期間は、これまでどおり施設全体の維持管理費、店舗運営の支援、

修繕計画の策定など、これについては産業企画室で進めてまいります。しかし、将来的な施設利

用計画や提案イベントの開催、誘客や道の駅機能の充実には産業課と産業企画室が一体となり進

める予定でございます。一体的管理が円滑に行える体制が整い次第、運営体制をお示ししたいと

考えています。３１年度内には一体的な施設管理を進めたいと考えております。 

２点目の、「今後、修繕や施設整備等に多額な予算を注ぎ込むには、施設の運営計画や経営計画

等を示す必要性」のご指摘でございます。 

先ほどもご説明させていただいているとおり、現在施設全体の維持管理費や修繕箇所の検討、

店舗運営の検証を継続中です。現時点での施設運営計画等については、リニューアル前にご説明

した３店舗運営計画と１２月にご説明させていただいた村の振興計画のとおりでございます。  

今後１年間の維持管理運営実績の検証と施設修繕等の検討を整理し、３１年度内中には、施設全

体の維持管理運営計画と各店舗の経営目標などをお示しし、施設の整備計画についてもご提案さ

せていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

議長（森 正仁 君） 

江田宏子 さん。 

（「はい。」の声あり） 

 

７番 江田宏子 議員 

再質問ですけれども、当面、今までと同じような体制でという答弁がありました。私の質問の

意図としては、今までの指示系統の曖昧さというところがあって、動きづらいというか、産業企

画室と産業課でとか、観光振興局でという話ですけれども、指示系統が曖昧になってしまうとど

ちらも遠慮してしまったり、どちらもしっかり責任を持ちにくかったりというところが考えられ

ます。それで、当面今までと同じ体制の中でその指示系統の曖昧さは解決できるのでしょうか。

実際、事務所内に観光振興局の職員がいますけれども、そこへの指示などは産業企画室で行うの

かどうか、答弁をお願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、再質問へお答えいたします。 

先ほど申し上げましたのは、あくまでも施設の業務の形態です。蕎麦をやったり、ジェラート

を売ったり、そういうものについては平成３１年度も変わらないということであります。指示系

統についてと言いますか、全体的な指示・命令系統については、３１年度にはしっかりと一本化

できるようにしてまいりたいとお答えしたつもりであります。それは職員の配置等にも係わって

まいりますので、現時点で最後まではお話しできませんが、いずれにしてもそういう体制がとれ
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るように整備をしていきたいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

江田宏子 さん。 

（「はい。」の声あり） 

 

７番 江田宏子 議員 

それでは、最後に観光振興局について、振興局の代表理事である副村長にお伺いします。 

なお、この組織は、一般社団法人ではありますが、職員も関わり、村から多額の補助もあり、

村が大きく関与していることから、質問させていただきます。  

また、勝山 卓議員からも質問があり、重複する部分もありますけれども、通告書に基づき、

そのまま質問させていただきますので、重複する答弁については、省略していただいても構いま

せん。 

さて、観光振興局は、昨年秋、ＤＭＯ観光地域づくり、すなわち、観光推進の要として立ち上

げられましたが、動きが見えづらいというのが正直なところです。地域一丸となって進めるべき

取り組みでもあり、村民の皆さんの理解や協力も必要だと思います。そこで、次の４点について

お伺いします。 

１、発足から今までの活動状況と課題についてお伺いします。 

２、今までの観光協会と違う点はどのようなことか伺います。 

３、今後の事業内容、事業計画、力を入れていくことなどについて伺います。  

４、事業を進めていく上で、一番大事な点が人的体制だと思います。今後の運営体制、指示系

統、実働部隊はどのように考えているかお伺いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

佐藤副村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（副村長「佐藤裕重 君」登壇） 

 

副村長（佐藤 裕重 君） 

それでは、観光振興局のご質問についてお答えをさせていただきます。  

まず、最初に、発足から今までの活動状況と課題についてということでございますけども、木

島平村観光振興局は、村内の農業、商業、工業、観光業が連携をしながら、地域が一体となった

観光地域づくりを進め、観光交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的に、昨年１１

月に村観光協会と産業ネットワーク協議会がその概念を共有し発足いたしました。 

既に観光協会では、昨年６月から事業年度が始まっておりまして、年度中途での設立となった

ことから、振興局の第１期は、観光協会の決算期であります今年５月までの７か月間とし、２つ

の団体の当初の事業を継承しながら、旅行事業等新たな事業展開を行ってきております。現在は、

振興局内に専門委員会を設置し、誘客宣伝、情報発信、旅行商品、特産品開発、イベント・事業、

この５つの部会におきまして、今後の各種事業の研究検討を行っております。 

今期は、これまでの業務を継承しながら、それぞれの課題を抽出する作業をしておりますけれ
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ども、新たに取り組みを始めました旅行業につきましては、とりわけ各種の旅行プランは大手旅

行代理店並の販売価格には追いつかない実態があります。木島平村の特性を活かした、他社と差

別化できる商品の開発をしていくことが大きな課題であると考えております。 

それから、今までの観光協会と違う点でありますけれども、木島平村観光協会は、どちらかと

申しますと観光関係者だけの組織でありました。従いまして、互助組織的な意味あいが強く、ま

た事務、事業におきましては、村の観光行政の一端を担うというところが比較的多かったと思い

ます。観光振興局は、観光関係者だけでなく、農業・商業・工業等も含めて連携し、観光を“手

段”としてすべての業種が一緒になって地域経済の活性化を目指すことが目的です。当然ながら

法人としての収益を求め、経営を安定させることは必要でありますけども、それだけではなく、

各種事業を通じて地域全体の経済が潤うための役割をいかに果たすかということが重要と考えて

おります。 

３つ目の今後の事業内容、事業計画、力を入れていくことということでありますけども、今年

の６月１日からの第２期の事業内容、事業計画につきましては、今後理事会等で検討していくこ

とになりますが、先ほども申し上げましたように、観光関係者のための事業展開ということだけ

ではなく、観光を手段として、地域経済全体の活性化を図ることに重点を置いてまいりたいと考

えております。 

それから、既に中国人観光客などを受け入れるため、インバウンドですが、旅行代理店との交

渉も始めておりますけれども、外国人観光客を呼び込むなど、新たな客層の獲得にも力を入れて

まいりたいと考えております。 

４つ目であります。今後の運営体制、指示系統、実働部隊でありますけども、これまで観光協

会は、事務局長を村の職員が担っておりましたので、主に村と事務局レベルで各種事業を実施し

てきおり、会員の皆さんの考えや思いが事業に十分反映されてきたとは言えないと思っておりま

した。現在、専門委員会の中に、先ほど申し上げました５つの部会を設置して、より多くの皆さ

んに関わっていただく体制をつくりながら事業計画を検討しております。また、新たな人材を確

保するため職員の募集も行っているところでありまして、新しい組織で新たに事業展開をしてい

くという認識を共有しながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

なお、これまで実施してまいりました事業につきましては、業務を担当しております課長から

ご説明申し上げます。 

 

議長（森 正仁 君） 

高木産業課長。  

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「高木良男 君」登壇） 

 

産業課長（高木 良男 君） 

それでは、江田議員のご質問に代表理事副村長に補足して答弁いたします。  

先ほど勝山議員のところでも同じ内容、若干ダブろうかと思いますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

これまでの進捗状況でありますけれども、１１月以降、観光振興局の本社機能を道の駅ファー

ムス内に間借りをしているという状況であります。総合案内を産業企画室、村が直営という形の
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中で相互に補完し合いながらやっているという状況でありますが、基本的にはその場所を借りて

いるという状況でありますので、基本的にはその点をご理解いただきたいと思います。  

先ほどのご質問の中で、その中で曖昧さということを感じられている村民の皆様がいらっしゃ

れば、私の方からお詫びを申し上げたいと思っております。よろしくお願いします。  

１１月以降の事業実績についてですが、主にこれまでの観光協会の事業をベースにした取り組

みを中心に、ウィンターシーズン前の誘客宣伝を中心に展開をしてきております。これまでも、

ＦＭラジオへの出演でありますとか、やはり旅行業を新たに取り組み始めましたので、大手旅行

代理店にも委託販売契約等々の事業をこれから進めていくうえで、大手旅行代理店等々の商談も

必要になりましたので、そちらへの参加もしております。また、パノラマランド木島平を中心に

子どもスキーツアーの受入れ、大手スポーツクラブでありますが、今シーズン３件の受入れも実

施をしておりまして、そういった受入れの対応もしております。当然この中には、手数料収入と

していただくことになっておりますので、そういった収益事業。それと先ほどから話がありまし

たとおり、今年、木島平観光株式会社の方では、中国の北京・上海・大連の誘客展開を社独自で

はかったという経過であります。中国人スタッフを採用しながら、その対応をしてまいったとい

う経過でありまして、今回の中ではパノラマランド、木島平観光株式会社単独でやるということ

ではなく、次年度以降は当然、インバウンドの戦略、攻めていかなければいけないという過程の

中で、やはり、観光振興局が旅行業もしながら、そういった訪日外国人旅行客対応もしっかりと

していくという、まさにスタートの年であったかなと考えております。今現在も商談の方は継続

的に進めている状況であります。 

また、今回は中国人旅行客、団体でありましたが、今後、ＦＩＴといわれる個人旅行客、こち

らの需要も大変高く予想されておりますので、そういった対応もしていかなければいけないと認

識をしております。あとは、３月８日の津南ランタンツアー、これはハッチ型ということで開催

をさせていただきました。商工会さんのお力添えもありまして、３０名の皆さんに参加をいただ

き、ランタンツアーの前夜祭でありましたが実行することができました。その際も地元商店に特

製のお弁当を作っていただいて、津南のランタンツアーというのは非常にお弁当が魅力のイベン

トでありますから、他社にも負けないようなということで検討を重ねながらお弁当を作って、そ

れを夕ご飯で召し上がっていただくという経過であります。商工会さんのアンケートを見ますと、

お弁当は大変好評であったという評価もいただいておるという状況であります。そういったこと

で、大きなことではなく、小さなことをコツコツと積み上げながら、地域経済の発展に寄与する、

そういった機能が今後の観光振興局に求められていくであろうと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

江田宏子 さん。 

（「はい。」の声あり） 

 

７番 江田宏子 議員 

再質問をさせていただきます。 

まだ発足して間もないということで、これから展開が図られていくところだと思いますけれど

も、正直、現段階では構成団体等、内部が一丸となっているという感じがしないというのが正直
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なところです。今、答弁の中にもありましたように、どれだけ村の方たちを巻き込み、協力を得

られるか。まずは組織内部での意識や情報の共有も必要だと思います。 

また、進める上では、スタッフそれぞれの意欲とともに、それを率いるトップの手腕も大きい

と思います。観光組織のトップの手腕で地域を変えてきているところが県内にも多くあります。、

現状でいえば、代表理事である副村長のリーダーシップにも期待したいところです。 

そこで、２点、再質問させていただきますけれども、まず、目標数値として掲げている交流人

口や経済効果については、今、どの程度を目標としているのか。数値的なことが通告に出してい

ませんので、それが最低ラインであるのか、そして達成可能な数字なのか、それともあくまで理

想的な数字なのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

また、２点目としまして、今までも十数年前にスーパー観光プランを立てたり、ファームスの

農の拠点施設の計画段階で、４部会での検討委員会が開かれたり、コンサルタントを付けて検討

されたりしましたけれども、どれも取り組みが中途半端で成果に結び付いているとは言い難いと

感じました。そして、また数年後でも検討会議の度に同じような課題が話し合われています。計

画策定はゴールではなくスタートです。今まで計画を立てられたことがしっかり根付いていない

というか、その時にしっかり策定された計画が着実に一歩一歩進めていれば、もう少し違った結

果に繋がっているのではないかと感じることも多々あります。そのような実態や原因をどう捉え

られるか。 

また、今も振興局で５つの専門部会が組織されているということですけれども、これまでと同

じ轍を踏まないために、どのようなことが必要だと思うかお伺いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

佐藤副村長。  

（「はい、議長。」の声あり） 

（副村長「佐藤裕重 君」登壇） 

 

副村長（佐藤裕重 君） 

江田議員のおっしゃるように、今までいろんな計画を立てて、どちらかというとその計画を作

ることが目標になっていたということで、その後の検証がなかなかできてこなかったとは感じて

います。今回は５つの部会ということでありますけれども、たぶんいろいろと話が出ていると思

います。それをその部会の中でしっかりと検証していただき、全部を一気にやるということより

も、ひとつひとつできることをしっかりとやって、次につなげていく。それから５つの部会が単

独で動くのではなくて、時には横断的に検討会等を行いながら、例えば、１００ではなくても５

０作って、５０を全部ということではなく、できることをしっかりと取り組みながら次に進めて

まいることが大事ではないかと思います。どちらかというと今まではその場的であったと思いま

すので、それらの反省を活かしながら、しっかりと進めていきたいと考えております。  

交流人口等につきましては、課長からご説明申し上げます。  

 

議長（森 正仁 君） 

高木産業課長。  

（「はい、議長。」の声あり） 
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（産業課長「高木良男 君」登壇） 

 

産業課長（高木 良男 君） 

江田議員からの再質問にお答えいたします。 

交流人口、経済効果の指標はどうなっているかというご質問でありました。 

観光基本計画、平成２８年に答申がありました。平成３１年に３０万人まで回復するという計

画であります。先ほどもご説明申し上げましたが、やはりそれは目指していくべき数値であろう

かと思います。国内の経済環境は日々変化している状況、観光消費額も減っているという状況で

ありますが、やはりその数値目標は、目指すべき目標値と捉えております。  

それと、一番重要な経済効果でございます。この経済効果の指標でありますＫＰＩ自体は、今

現在は設定しておりません。むしろ、観光振興局が観光庁の言う、将来的にＤＭＯ法人を目指し

ていく過程の中で、やはり一番重要なのは、これまでの国内の各地の観光地がやってこなかった

マーケティング調査、つまり、日々何人の宿泊者がいらっしゃるのか、お客様の観光消費額がい

くらであるかといったことが、これは、統計的にも曖昧な数字であります。こういったものを各

地域が、これから本格的にこのマーケティング調査の手法を取り入れながらやっていくというこ

との中で、次年度以降の具体的な観光消費額、宿泊者数、観光交流人口拡大による全体的な経済

需要、こういったものが表計されてくるであろうと思っております。  

第１期という話が先ほどありましたけども、第１期の中では、経済効果をいくら求めていくか

というＫＰＩの方は設置しておりません。第２期以降の課題になろうかと思っております。  

それと、今、部会を設置しております。部会ありきではなくて、新しい組織になりますと、ど

ういった皆さんを集めて、どういった気持ちになっていっていただくかということが重要であろ

うかと思います。なるべく観光振興局が目指す方向性の中に、しっかりと入っていただける組織

であるとか、個人の皆さん、こういった皆さんにしっかりとした目的意識を持っていただくこと

が一番重要なことであろうかと思いますので、その点についても事業をしっかりと進捗させてま

いりたいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、江田宏子 さんの質問は終わります。 

（終了 午前１１時５７分） 
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議長（森 正仁 君） 

９番 萩原由一 君。 

（「はい、議長。９番。」の声あり） 

（９番 萩原由一 議員 登壇） 

 

９番 萩原由一 議員 

 それでは、通告に基づいて公約実現に向けて、どう取り組むか村長に伺います。  

 今年２月の村長選挙期間中、公約を健康・福祉、子育て・教育、くらし、産業、行政、とあげ

られましたが、その中で産業についてお伺いします。  

 １番として「収益性の高い畑作物」とあるが、どんなものを考えているか。 

２番として「旨い木島平米のブランド化により、他の農産物の付加価値を高める」とあるが、

どんな作物をどうやって付加価値を高めるか。 

３番目として「観光振興局を中心に各業種の連携を図り、誘客や交流人口増による経済循環に

取り組む」とあるが、まず観光振興局をどのように持っていくか。  

４番目として「インバウンドなど新たな観光客の誘致」とあるが、どのように進めていくか。 

５番目として「ファームス木島平は村民合意のもとに活用」とあるが、どうやって村民合意を

得るか。 

以上５点について村長に伺います。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、萩原議員の「公約の実現に向けてどう取り組むか」ということで、その中の産業振

興ということでありますが、お答えいたします。 

これまでのご質問の中で当内容と重複する部分がありますが、それらも含めて答弁させていた

だきます。 

最初に「収益性の高い畑作物の振興とあるが、どのような作物か」ということでありますが、

農業環境の先行きが不透明な中で環太平洋連携協定、これはＴＰＰでありますが、12 月 30 日の

発効、そしてまた日米物品貿易協定の交渉開始など国際貿易交渉によりまして生産基盤の弱体化

や地域の疲弊が心配されているところであります。また米の生産調整制度の廃止によりまして、

今後の生産者米価の不透明感は、稲作を中心とした本村営農体型にとっても喫緊の課題でありま

す。その中で水田経営から多角経営へと転換の見直しが必要な時期でありますので、安定的に農

業が続けられるよう農業所得向上に向けた収益性の高い作物の検討、導入、普及を図っていく必

要があると考えております。 

現在、ＪＡとの振興作物３ケ年計画のもと、アスパラ、きゅうり、ズッキーニなど９品目への

取り組みに対しての助成制度の他、最近では中島地区の生産者を中心に取組んでおります白ネギ

については、水稲の収穫期後の作業であること、露地野菜の中でも小さい面積で高所得が期待で
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きること、水稲農家の所有する機械での汎用性が大きいこと、それらのことから村としても次年

度、振興作物苗代等の補助事業に白ネギを加えて、ＪＡと共に生産体制の確立、そしてまたブラ

ンド化を目指してまいります。 

次に「旨い木島平米のブランド化」ということでありますが、生産調整の廃止によります今後

の生産者米価が不透明な中、全国各地においてブランド化戦略が活発化しております。ブランド

化をはかるうえでは、村産農産物が常に消費者の近くに置いてあることが必要でありますし、そ

の観点からもブランド化戦略の見直しは必要と認識しております。また、木島平米だけでなくそ

の他の農産物もブランド化を目指すうえでは「農の村 木島平村」そのものをブランド化してい

くことが肝要と考えております。最近では木島平米のふるさと納税も好調に推移をしております。

そしてまた、村外で名刺交換をする際に「木島平」と言うと、「ああ、旨いお米の村ですね。」と

そのような声が聞こえると、これは大変うれしい話であります。農業と観光がそれぞれ相互に補

完をし合いながら継続的にも発展していく、そのような形でのブランド化を進めていきたいと考

えております。 

それからまた、「観光振興局を中心にした各業種の連携を図り」ということでありますが、これ

まで観光事業関係者だけで行ってまいりました「観光地づくり」ではなく、農・商・工・観の更

なる連携による「観光地域づくり」を行うプラットホームとして観光振興局はその役割を果たし

ていきたいと考えております。観光交流人口の拡大により、宿泊施設の地元農家・地元商店から

の食材調達率を増やしていく必要がありますし、地域の伝統文化・風習等に人気が集まる中、そ

こに携わる地域住民の関わりも必要になってまいります。そのため「来ていただくための仕掛け」

が必要になりますので、旅行事業にも着手をしているところであります。  

続いてインバウンドでありますが、訪日外国人旅行客への対応については、昨年 12 月から木

島平観光株式会社が運営するパノラマランド木島平を中心に、主に中国の北京、上海、大連の旅

行会社と連携し、今シーズン約 400 泊の宿泊実績となっております。これに伴い、木島平スキー

場では中国語、英語の案内看板類等をあらかじめ設置し、また中国人スタッフを採用し、その対

応にあたってきたところであります。今回は、スキーキャンプを中心とした団体ツアー客の受入

対応でありましたが、今後は個人旅行の需要が多くなると予想されることから、地域の伝統文化

等体験メニューの充実や、民泊需要もあることから観光振興局を中心とした受入体制の整備を早

急に進めてまいりますし、中国の旅行会社等との良好なパートナーシップを構築してまいります。 

次に「ファームス木島平の活用についてどういう形で村民合意を得るか」ということでありま

すが、今後の方針については、勝山議員、江田議員のご質問の中で答弁をさせていただきました。

今後、具体的に進めていく中で、議会での討論や説明会はもちろんでありますが、パブリックコ

メントなど様々な方法があると思います。まずは、現時点で取り組んでいる事業や来年度の事業

実績を通して評価を受けることが村民の合意に繋がっていくものと考えております。  

 

議長（森 正仁 君） 

萩原由一 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

９番 萩原由一 議員 

 それでは再質問をお願いします。 
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 ５番目の質問は、村民合意のもとに活用とあるが、これは結果を出さないと村民合意には繋が

っていかないと思います。それには、１番から５番まで連携をして、村振興公社、観光振興局、

村が協力して民間感覚で取り組んでいただければ、いい結果が出るかと思っておりますが、村長

はどのように思いますか。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

はい、そのご指摘のとおりと思います。いずれにしましても前からも申し上げておりますが、

農の拠点ファームス木島平がまずは村民の皆さんに、多くの皆さんに利用していただく、そして

その価値を高めていくということがまず先決だろうと思います。そうでないとこれからの修繕等

の議論は進まないわけでありますし、また、それがなければ利活用の方も進んでいかないと考え

ております。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、萩原由一 君の質問は終わります。 

（終了 午後 １時１０分） 
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議長（森 正仁 君） 

 ４番 土屋喜久夫 君。  

（「はい、議長。４番。」の声あり） 

（４番 土屋喜久夫 議員 登壇） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

発言を許されましたので、第１６期議会最後の定例会となりましたが、通告に基づき質問をさ

せていただきたいと思っています。 

いつものことではありますが、若干前段申し上げます。  

早稲田大学のマニフェスト研究会の２０１４年の調査で、都道府県議会、市町村議会について

のアンケート結果であります。何をやっているのかわからないというのが、そのアンケート結果

で６４％、必要ないのではないかという答えが３４％。我々の活動の弱さが現れていると思いま

す。 

いつも申し上げておりますが、村長と議会の関係と言いますと、議会に予算提案権もありませ

んし、施策の実施をできる組織でもありません。それぞれ村民のために村が何をするかをチェッ

クしながら、可能であれば提案をしていく。ただ、提案が意に沿わなければ形にならないという

のが現実でありまして、また、それは議会の任務でありますし、議員ということで考えますと、

議員個人の政治活動というのは、この一般質問なり討論で発言をさせてもらう、それだけで済ん

でいる現実であります。そういう意味でこれから質問をさせていただきますが、ぜひお聞き取り

をいただき、適正な答弁をお願いするところであります。  

先ほども、萩原議員からありましたように、任期満了の村長選挙が行われました。各地の自治

体等で無投票が散見される中で、３者の立候補があり、それぞれの施策を展開されて選挙に臨ま

れたわけであります。村長は、幸いにも２期目ということで当選され、これから大変な職務を担

われるわけであります。ただ、選挙戦の訴えの中では、「村民の閉塞感」というような声もありま

したし、倫理的にはどうなのかなという思いもありますが、企業を誘致しようというような立候

補者の提案、そのような画期的と言いますか、極めて面白い提案などもあったわけであります。

そんな中で、村民がそれぞれの政策を見ながら、自らの権利を行使できた、これについては大変

良い事だったのだろうと思っているわけであります。  

そのようなことで、２期目の村政のかじ取りをされるわけでありますが、まず、１点目、この

選挙結果をどう受け止められるか。 

２点目。２期目の公約「新たな農産物・加工品の開発」、「地域の特性を生かした観光の推進」、

「魅力ある教育環境・子育て環境の充実」ということで述べられていますが、「新たな農産物・加

工品の開発」、「地域の特性を生かした観光の推進」については、先ほど萩原議員が産業振興とい

うことで質問がありましたので、省略をさせていただいて、「魅力ある教育環境・子育て環境の充

実」について具体的にどのようにお進めになるかとの質問であります。 

また、３点目であります。村政の推進体制についてということでありまして、村自体もそうで

ありますし、村政を推進する関連組織が一丸となって進められなければ難局の中での村政推進と

いうのは難しいのだろうと思っています。ただ、昨日、早稲田大学地域連携ワークショップの発

表会がありました。その発表の中で、これはあくまでも魅力あるスキー場というような課題の中

での調査・研究でありましたが、関係者間の温度差が感じられるというようなフィールドワーク
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での感想がありました。極めて短い期間のフィールドワークのヒアリングで学生たちがこのよう

な感想を持ったということは大変危惧するところであります。司令塔である村長の公約実現の指

導性が問われるという部分もあるのではないかなという心配をしているわけであります。政策の

推進体制、関連機関を含めて、限りある人材の中で喫緊の課題解決のために、適材適所の対応が

必要と考えられるわけであります。この辺の配置をいかに考えられるか。また、場合によっては、

先ほど江田議員の質問にもありましたように、外部の起用等も含めて推進体制が一刻も早く動け

るようなことの対応をぜひお願いしたいと思いますし、この外部起用についてもどうお考えかよ

ろしくお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、土屋議員のご質問にお答えいたします。 

選挙結果をどのように受け止めるかということでありますが、これまでの成長社会から今

はむしろ縮減社会とも言われております。そのような中で村民の幸福追求のために大変な重

責を担ったことを改めて感じているわけでありますが、その責務をしっかりと果たしていき

たいと考えております。 

そしてまた、前段、質問ではありませんが、議員の活動をというような話がありました。

一般質問のみならず、議会の皆さんと全員協議会なり懇談する中で、提案された内容につい

て、必要があるものについては、これまでも実際の事業として取り組んできたつもりであり

ます。そしてまた、推進体制ということでありますが、これについては先ほど申し上げまし

た村の職員、正規職員に限らず、村に関わる機関を含めて、そしてまた、限りある人材につ

いてでありますが、村内だけではなく村外も含めて有能な人材については確保して、そして

また、その人材を配置していくという体制をしっかりと整えていきたいと考えております。 

２番目の「魅力ある教育環境・子育て環境」でありますが、これまでも申し上げておりますとお

り、子育て環境・教育環境の質の向上というのは、若い皆さんの移住定住にとっても重要な要素

であると考えております。村の自然や文化を活かしたふるさと教育と同時に、グローバル化やコ

ンピュータ化など次世代に対応できる子どもたちの教育環境を整えてまいります。具体的な取り

組みについては、教育長が答弁いたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

小林教育長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（教育長「小林 弘 君」登壇） 

 

教育長（小林 弘 君） 

村長の答弁に補足し説明をさせていただきます。 
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生まれた子が、家族に見守られながら、片言の言葉を覚え、家族とのコミュニケーションがと

れるようになります。保育園では、同年代の子どもたちと、豊かな自然の中でお互いに触れあい

ながら育ち、そして、小学校、中学校へ進むにつれ、家族以外の人と触れあう中で、「豊かな心」、

「確かな学力」、「健やかな体」を育んでいきます。このように、家庭、学校、地域が温かくリン

クした中で、木島平村への「誇り」と「愛着」をもって「ひとづくり」に繋がるような子育て教

育環境づくりが必要と考えます。 

その子育て教育環境を具体的に考えるとき、子どもたちが望む保育園、学びたい学校とはどん

なことでしょうか。 

楽しい保育園、楽しい学校生活。友だちと仲良く遊べる保育園や学校。自分の話をよく聞いて

くれる友だち、先生がいる。勉強がわかるようになる授業があるというようなことだと思います。  

一方、保護者が望む保育園、学校とは、子育てについての相談がしやすい。保育園の利用がし

やすい。思いやりの心、良い友だち関係を築くこと。そして集団生活でのルール、マナーを身に

つけること。基礎学力がつくこと。放課後等保護者が不在の時間の子どもの居場所、活動場所が

あること等々推測されます。 

また、そうであると認識しております。 

 そのための施策として、引き続き、保育園入園前の子どもたちがいる家庭に対しては、子育て

支援室の利用を通じて、現在おひさま保育園と呼んでおりますが、育児不安についての相談、育

児支援を進め、子育てについての相談がいつでもできるよう家庭児童相談員を配置し、引き続き

支援をしてまいります。 

 また、初めての集団生活となります保育園では、ここでは保育にあたる中で子どもの発達成長

によって異なる特徴を個々に捉え、また、特に発達障害の傾向がみられる園児に対しては引き続

き保育士を加配し、安定した園生活が送れるよう支援し小学校へつなげていくよう図ってまいり

ます。 

 小・中学校では子どもたちが学校でいきいきと生活し、よく遊び、よく学べる環境は、いじめ

がなく、自分の居場所がしっかりとあり、そして安心して学業に励める学校に行くことが楽しい、

このようなことが最低限の学校の教育環境づくりであり、学校組織の中で働く教職員だけではな

く、地域の人、そしてＩターン、Ｕターンからみても魅力ある木島平小学校、中学校に向けてい

くことと考えます。 

また、学校と地域連携の中で大事にされているのが学校運営協議会です。この協議会は、地域

の人材が学校の教育現場と連携しながら、地域での課題を、学習課題として捉え支援をしていく、

こういうことの多様な学習展開・活動ができることです。更に連携を進めてまいります。  

次に、ハード・ソフト面の充実についてでありますが、ハード面では今年度から小・中学校で

の外国語教育、ＩＣＴを活用した教育等の環境を整備してまいりました。３１年度も小学校に外

国語指導助手を配置し、英語を学ぶ環境づくりとして、デジタル教材の活用できるよう、教室を

工夫しております。３１年度は小・中学校にタブレットＰＣを整備し、今年度で整備する無線Ｌ

ＡＮ環境、電子黒板等を活用して普通教室、特別教室での学習が展開できるよう整備しておりま

す。 

ソフト面では、ＡＬＴと学級担任とが連携して英語の授業に取り組みます。放課後子ども教室、

スキルアップ教室と言いますが、英語教室を継続し、楽しく学べる英語教室の環境を整えます。

また、算数教室も同様であります。 
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さらに、平成３２年度から小学校ではプログラミング教育が必修となります。そのためにＩＣ

Ｔを活用した教育を通して、情報社会に対応できるプログラミング的思考、情報活用能力の育成

を図ってまいります。プログラミング教育は、学校での授業のほか、小学校では来年度、民間の

先進的な塾の外部講師を呼び、プログラミング講座を５回開催いたします。子どもたちが、論理

的思考、情報活用をする能力の糸口がつかめるように、年間の行事計画に入れました。 

総じて、教育改革の大きなうねりの中で、木島平村としても的確かつタイムリーにその潮流を

掴みながら、村の豊かな自然環境を活かした中で「豊かな心」、「確かな学力」、「健やかな体」を

育み、村への「誇り」と「愛着」が持てる「ひとづくり」を推進いたします。 

次世代を担う子どもたちは、木島平村の「たから」であり、「人づくりは村づくり、村づくりは

人づくり」、この教育理念が若い人たちへの真摯なアピールにつながり、移住定住にもつながって

いければと、希望と期待を持っております。 

以上、述べましたことが、魅力ある教育環境・子育て環境の充実を図っていく着実な歩みと考

えます。 

以上でございます。 

 

議長（森 正仁 君） 

 土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

ただ今の答弁いただいたわけであります。 

質問は、省略をしたわけでありますが、萩原議員の答弁の中で「畑作物の振興」というような

ことで、水稲収穫後に収穫できるというような内容の説明がありました。実際、新規就農等を考

えた時に、木島平村の場合は水稲についてはどこも空いていないのが現実であります。その中で、

今の畑作の考え方が水稲経営プラスというような多角化の話でありまして、例えば、畑作で何か

新規就農したいよと言われた時に、白ネギだけで経営が成り立つのかどうか、そんなことも懸念

されるわけであります。そういう意味で標準的な経営指針等についても検討されているのかどう

か、この辺についてお願いしたいと思いますし、ファームスの加工施設等の話もありました。こ

れについても、ファームスの話だけではなくて、過去に加工品として作ってきた品物で、なかな

か良いものとは言い切れないけれども村のお土産としての品物がないよと言われるような実態が

あるわけであります。以前からのこの加工品について、いろんな機会でご質問しているわけであ

りますが、この辺の重要性についていかがお考えかということ。  

それから、実際に木島平米の振興ということでありますが、新たな受注者が出ても動かせる米

がない実態の中で、どういう方向を目指すのかというのがなかなか分かりづらい。先ほどの村長

の答弁にもありましたように、名刺を出した時に美味しい米のあるところですよねという答えが

あるということについては、やはり一定の木島平米戦略の目的を達しているのではないかなと。

むしろ米を売るということよりもそれを話題と言いますか、きっかけにしながら木島平を売り込

むということが大変重要ではないかなということを感じていますが、この辺についてお願いをし

たいと思います。 

また、先ほど教育長から答弁があったわけであります。大変短い期間の間に村長の公約を具体
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化されたということは、極めて敬意を表するところであります。その中で、発達障害の傾向がと

いうような内容があったわけであります。これについては、保育園での内容でありますが、実際

障がい児に関わっては支援学校への進学というのが通例になっているわけでありますが、支援学

校の方に進学してしまうと、地域との連携が取れていないと言いますか、地元と離れてしまう、

また同級生がいなくなってしまうというような実態もあるわけであります。この辺についても若

干、県の方でも発言があるようでありますが、この辺についてもどのようにお考えか。  

もう１点は、この頃新聞報道でサケの放流の話題があるわけであります。これについては、木

島平村は協議会に入っていないということで参加されていないわけでありますが、教育長の最後

のくだりのところで、やはり子どもたちに地元に戻ってきてほしい、木島平の魅力を感じてほし

いという教育でありますから、カムバック木島平というようなイメージでこの事業にも参加をし

たほうが良いのではないのかなというようなことも感じるので、この辺についてよろしくお願い

します。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

最初の新たな作物の振興ということでありますが、これについては、水田農業の形態を述べた

ものでありまして、これまでも村では新規に就農する場合には水稲経営ができる条件であれば、

そういう形を運用しますが、全くそういう条件が整わずに新規就農をということできた場合には、

アスパラガス、ズッキーニ、キュウリ等、畑作物の方に誘導しているということで、そちらの方

については変わりありませんが、その中のひとつとして白ネギもメニューとして加わるというこ

とであります。 

それから、特産品については、過去これまで、ワインであったりヤーコンの商品であったり、

様々作りましたが、なかなか継続できない、定着しないという課題があります。現在残っている

のは、豆菓子、それから最近はそばの乾麺がかなり好評だと報告を受けておりますが、いずれに

しましても特産品というと、どうしてもその地域の農産物というか地域のこだわりが強すぎて、

売りたいものを特産品として作ってくると。しかし、実際に商品につながっていくのは売りたい

ものではなくて、欲しいもの、買いたいものということでありますので、その辺のギャップが若

干あるのではないかと。やはり、消費者のニーズに合わせた商品の開発というのをこれからして

いくべきだろうと思います。 

それからまた、ブランド化でありますが、先ほど申し上げましたとおり、米がブランド商品と

して評価される、遊休荒廃農地を活用したそばについてもそうでありますが、旨い米の村、そし

て火口そばの里として村の知名度を上げていく、そのことが観光地としての知名度を上がってい

く、そして多くの皆さんがお越しいただくことによって、最終的に農業の振興にもつながってい

くという相乗効果を目指していくべきものだろうと思いますし、そのような形にしていきたいと

考えております。 

それから、サケの放流についてありますが、過去に村でも何回か行ってまいりましたが、遡上
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するサケが少ないということで、その辺の効果、子どもたちが帰ってくることを期待しながら放

流したものが実際に帰って来なかったり、その辺が子どもたちにとって良い印象を与えるのかど

うかということがあったりして、県下でも放流が一時中断をしてきたという経過があります。こ

こへ来てまた再開したということでありますが、その辺の状況等を見ながら、村の子どもたちに

もそういう機会が必要であれば、再開することも必要ではないかと考えております。 

その他、障がい児等については、教育長から答弁をいたします。  

 

議長（森 正仁 君） 

小林教育長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（教育長「小林 弘 君」登壇） 

 

教育長（小林 弘 君） 

先ほど、発達障害の子どもたちが将来的には普通の小学校へ進学するというようなことも

ありますし、特別障がい児学校の方に行くというようなこともあるわけでありますが、実際

には最近では副学籍と言いまして、例えば、この近くでは飯山養護学校に進学したという場

合には、そちらの方に居ながら、進むべき木島平小学校の音楽会、運動会とか、そういう学

芸的、体育的行事にも参加することができるというようなことを、実際にはこの４月１日よ

り山ノ内町が行っております。そしてまた、希望によっては両方の卒業証書をもらうことが

できます。そのようなことで、小さい時から一緒にいた子ども達がお互いに交流をし、それ

ぞれの尊厳を大事にするというようなことが、これから木島平村でも進んで考えていきたい

なと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

 土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

今の村長の答弁で、大変重要な発言があったわけであります。 

やはり、消費者と言いますか受注者が必要とすると言いますか、消費者目線の加工品を作

っていかないと、売る側の視点では作っても売れないという現実が出てくるわけであります。

そういう意味で今後の加工品と言いますか、先ほどからのファームスの答弁の中で、加工品

としては、アイスクリーム、菓子、肉、ソース、製粉というような答弁があったわけであり

ますが、この辺についても改めて消費者目線で見直すことの必要性、また、逆の意味で言い

ますと、地の利とか場所が良いという話ではなくて、村内の実例もありますけどれども、場

所が悪くても遠くからお客さんが来てくれるという営業実態もあるものですから、この辺を

ぜひ見習って加工品に関わって事業展開をしてほしいなと考えます。この辺についてもご答

弁をいただきたいと思います。 

それから、先ほどの副学籍のお話についても、実際に隣の町でも動いているわけでありま

すので、今の答弁の中では考えていくということであります。ここで教育長が決断できるわ
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けではありませんが、この辺の考え方について村長にお伺いします。 

以上、２点お願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山産業企画室長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業企画室長「丸山寛人 君」登壇） 

 

産業企画室長（丸山寛人 君） 

それでは、ただ今再質問をいただきましたものについて、ご説明させていただきます。  

道の駅ファームス木島平での加工施設については、先ほどらいご説明したとおりでございます。

施設の利用形態そのものについて、ご指摘いただいたとおり、消費者で本当に必要としている加

工施設なのかどうか、また、用途を変えた方が良いのではないかという部分も多々見受けられま

す。 

今後、ご指摘のとおり、消費者目線でまた売れる物、欲しいものが加工品として残るように取

り組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。  

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

あえて私にということですので、私の方からお答えいたしますが、やはり子ども達が健全に育

つためにどういう方法が良いのかというのは、行政の立場からでも、教育委員会の立場からでも

しっかりと考えていく必要があるのだろうと思います。これについてもやはり一方的にそれぞれ

の組織の立場ではなくて、それを受け入れる子ども達のためにどういう形が一番良いのか検討し

ながら取り入れるものは取り入れていきたいと考えております。  

 

議長（森 正仁 君） 

土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

 続いて、２点目の質問に移ります。 

 「村の基盤整備を」どう進めるかという内容であります。  

前の質問で、２期目の基本的な推進方策をお尋ねしたところでありますが、１期目につきまし

ては、村政の転換と言いますか、前の村政からの処理が多くあったというような実態でありまし

て、本来の日䑓村政の色が見えなかった感を多くの村民が感じているところであります。 

これからは、日䑓村長であるからこその政策展開を期待したいと感じております。  
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私たちもこれが最後の定例会ということであります。１期４年というのが大変短く、この４年

は、村ばかりではなくて、国も含めて動きが早いという情勢の中で、全ての情勢が変化をしてし

まうわけであります。そんな中で、早めの決断、早めの実行というのは大変重要だろうと思って

います。 

それでは、質問であります。 

孫・子の代までの負担を減少させ、逆に村を発展させるためには、公共施設、それから生産圃

場、森林等の基盤の整備、この部分については、こ子から４年間の任期中の重要な課題と考えて

いるわけであります。４年間でいかにどこまで進められるか大変重要なことだろうと思っていま

す。この辺についての思いをお聞かせいただきたい。  

２点目であります。公共施設の整理と、長寿命化はどこまで進められる計画かということであ

ります。これについては、同様の質問が勝山 卓議員からありました。そんなことで、これにつ

いては省略をさせていただきます。 

それから、この期で何度もお聞きをしていることであります。生産基盤の整備であります。今

後、農業経営を担っていただくためには、大規模化・平坦化・給排水の環境整備が、水田、それ

から畑作にしても、特に給排水の関係でいきますと、去年の干ばつを見たときに、畑作物にも給

排水設備等の整備が必要なのではないかなと感じるわけであります。  

水田にしましても、「土地改良率」という言い方をしまして、土地改良の補助金がどのくらい入

ったかということで言いますと、村は８０％の上が土地改良をしたということになっていますが、

今、国が進める強い農業、競争力を上げるためにというようなことを考えた時に、振興公社でも

２年ぐらい前に１００馬力のトラクターを導入されて、大規模な農業を先駆的に動こうとされた

わけでありますが、実際に１００馬力のトラクターが入れるのは、役場の前の大塚沖が精いっぱ

いかなと。農林高校の上段の蟹沢の土地改良区の一反歩のところに１００馬力のトラクターが入

ったら、どのようなことになるのかなと考えた時に、村の水田の７０％近くがまだまだ未整備と

言われてもやむを得ない状況にあることは確かであります。 

数年前でありますが、農水省から圃場整備緒エキスパートの方が、２年間村に派遣をされてい

ます。村農業の今後について、多くの助言、それから制度の周知などをされたと思うわけであり

ますが、計画から大変長い期間が必要であります圃場整備について、早めの決断が、将来に負担

を残さない、そんな振興が必要だと思います。改めて質問させていただきます。 

４点目であります。これにつきましても、勝山 卓議員から森林経営管理に関わります質問が

ありましたので、重複をしてしまう部分がありますが、若干申し上げたい部分もありますので、

質問させていただきます。 

森林組合が実施主体となりまして、民有林の境界が明確になってきています。また、先ほど答

弁でもありましたように、森林経営そのものも課題でありますが、特に各区や地域の生産森林組

合の山林が、非常に課題となってきております。共有林というものの考え方ではなくて、権利の

明確化という意味で、村が指導しながら地域の生産森林組合の法人化を進めてきたという現実が

ありますが、木材の自由化等の影響ということで、森林資産の下落が大変顕著となっております。

「村の法人税のために法人化を指導したのか」というようなことを言われる方もあるわけであり

ます。 

少雨・寡雪も影響していますが、農業用水の不足は昨年大変顕著でありました。また、水道水

源の減少など、という意味で、やはり里山、民有林の整備が水源涵養の観点からも大変重要なの



 40 / 74 

 

ではないかなと感じているわけであります。 

課長からも先ほど詳しく修正計画等の説明がありましたけれども、経営管理法の内容を見ます

と、個人所有の山林への関与ができますし、特に今、生産森林組合等から村に寄付をしたいとい

うような内容もあるわけでありますから、特に村と文書契約のあるものについては、水源涵養の

ための整備支援というようなことで、村が直接手を出すことも必要なのではないかなとを感じて

います。 

ただ、新年度、環境森林譲与税が交付ということで、基金として積み立てる条例、また予算が

上程されているわけであります。これは、先ほどの勝山議員の質問にあったとおりであります。

国民一人当たり１，０００円の森林環境税を、住民税に上乗せ課税するという税制改革でありま

して、先ほど詳細な質問がありましたので細部は省略いたしますが、このような所に事業充当で

きないかどうかお伺いします。 

これも課長の説明にありましたけれども、環境森林税の課税が２０２４年からであります。実

際に財政規律という考え方でいきますと、税の入る前から譲与税という形で５年も前から自治体

に交付するという、極めて不自然な制度だと思うわけでありますが、この際いただけるものにつ

きましては、ぜひ活用を進められたいと思うわけであります。 

以上、よろしくお願いいたします。  

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 土屋議員の「村の基盤整備を」ということであります。 

生産圃場、森林等基盤整備については、林業も含めて就農人口が高齢化している中で、今後

も担い手への農地集積を積極的に進めていく必要があるだろうと。それとともに所得の向上に

ついても農家の皆さんをはじめ、山林の所有者も含めて意向調査等をしながら経営の転換を図

っていく必要があると考えております。 

ただし、先ほどもありました圃場整備でありますが、これについては村が主体的になるのか、

それとも生産者がどこで何を作るのか、それを主体的に考えて事業化するのか、その辺はやっ

ぱり慎重に議論する必要があるだろうと思います。その辺がしっかりとコンセンサスが取れて

いないと、ただ闇雲に圃場整備をしても無駄になってしまうということも懸念されます。  

それから、森林整備でありますが、これについては、先ほども話がありました森林の適切な

管理が行われていることによりまして、災害防止や地球温暖化防止、そしてまた水源の涵養と

いう公益的機能がさらに増進されるということになります。そんなことで、森林の整備を進め

ていくということでありますが、正直申し上げまして平成３１年度の譲与税につきましては約

２５０万円程であります。満額貰っても数百万円程度ということであります。それを財源とし

て村が直に森林整備をしたり、計画を作ったりするということが実際に可能な額なのかどうか、

慎重に検討する必要があるだろうと思います。私の印象からすれば、贈与税の額に比べて、国

から降りてくる仕事の方が多いのではないかという印象を持っております。そんなことで、先
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ほども申し上げましたが、単独の自治体ではなかなか対応が難しい、やはり広域化が必要なの

だろうと思います。 

 公共施設の整理と長寿命化については総務課長が、生産圃場と森林等の生産基盤の整備につ

いては、生産基盤の整備、森林環境贈与税と併せて産業課長からお答えをいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

武田総務課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（総務課長「武田彰一 君」登壇） 

 

総務課長（武田彰一 君） 

先ほどの勝山卓議員の質問にもありましたが、若干説明が不足している部分がありますのでそ

の部分についてお答えしたいと思います。 

公共施設等総合管理計画の中で、役場庁舎等の行政系施設については、すでに個別計画を立て

て、報告の中で必要な費用を実施計画の中でもしているとお答えをしました。新しい庁舎につい

てもこの計画に沿って面積を５％削減になるようにしています。 

先ほど、橋梁についての説明をしていませんのでその辺について若干お願いをしたいと思いま

すが、村内の点検が必要な２９橋について、５年を１つのサイクルとして、全ての橋りょうを点

検し、必要な修繕については施していくというものを行っています。平３１年度からは、２サイ

クル目の５年目に入ります。ということで、それぞれ点検を行って、簡単な修繕で間に合えば良

いのですけれども、大規模な修繕等が必要との診断があった場合については、実施計画も大きく

組み直しをしていかなければならない状況でありますので、今のところそういう大きなものの必

要はない状況ではあります。ただ、村内の橋りょうについては、築年数そのものが３０年を越え

るものが６５％を超えると出ておりますので、いかに安全に使用するために定期的な観察と調査、

それから計画を立てた維持管理が必要となっています。  

教育施設、保育園・学校については、既に統合が完了していますので、床面積そのものを減少

することはできないと思いますけれども、それぞれの施設の長寿命化を考える時に大規模な改

修・修繕が必要な場合が出てきます。その分については、その都度財源を確保しながら進めてま

いります。 

また、常に計画を立て、見直しを行い、財源の見通しを立てる、そういうものを繰り返しなが

ら進めていきたいと考えています。 

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

それでは、土屋議員からのご質問であります。 

生産圃場基盤整備の関係と新たな森林環境システムについてのご質問についてお答え差し上げ
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たいと思います。 

まず、生産基盤のお話でありました。 

国が目指す強い農業推進農地としては、７０％が未整備とのご指摘であります。 

平成２９年度、関東農政局に村から提出しております確保すべき農用地面積の中では、農振地

域の面積が９９５ｈａあります。その内、農用地が７８７ｈａであります。その内、基盤整備済

み農地については、５０７ｈａ、率にいたしますと５１％でございます。５１％の数字というこ

とになりますと、担い手農家が今後規模を拡大しながら新たな農業戦略、新たな所得向上を目指

していくには、今現在、農林水産省等々で事業として執行しております各種補助事業がなかなか

受けられないというような状況も発生し得る状況であります。  

ちなみに強い農業づくり交付金は、産地競争力の強化、食品流通の合理化を目的とした事業で

ありまして、対象農地は、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に基づく農業振

興地域の農用地区域、及び生産緑地法第３条第１項に基づく生産緑地地区とされているところで

あります。こういった背景となる法律等々からしても、なかなか現状には合わないというような

ご指摘と認識しております。 

また、１００馬力のトラクターというお話もありましたが、１００馬力ではなく９０馬力であ

ります。その９０馬力のトラクターが現実の圃場に対して不釣り合いではないかというご指摘も

ございました。そのような認識でおります。 

昨年来からも申し上げておりますけれども、基盤整備事業については、これまでの受益者負担

をお願いしながら進めてきておる状況でございますが、昨今、農地中間管理機構関連農地整備事

業においては、今後、高齢化の進行に伴い、農地中間管理機構への貸付けが増加することが見込

まれる中で、基盤整備が十分に行われていない農地については、担い手が借り受けないおそれが

あること。それと、農地中間管理機構に貸し付けた所有者は基盤整備のための費用を負担する用

意はなく、このままでは基盤整備が滞り、結果として、担い手への農地の集積・集約化が進まな

くなる可能性があるということで、あらたな農地中間管理機構の事業も現実的には発生している

ということであります。 

いずれにしましても、これは都道府県が実施することを前提としておる事業でありますし、村

長答弁のとおり、担い手の意向も確認しながら基盤整備の方も進めていくべきだとの認識でおり

ます。 

次に２点目。森林経営管理法の関係であります。新たにこの４月１日から施行される管理シス

テムの関係でございますけれども、１点目は、所有者に適切な管理を促すため責務の明確化。２

点目は、市町村が管理の委託を受けられること。３点目は、意欲と能力のある経営者に市町村か

ら再委託できることの点が主な要旨でございます。 

この仕組みを単独の市町村でやるためにはマンパワーもかなり必要になるというのが、日本全

国各市町村、同じ実情ではないかと考えられます。  

長野県的では広域的なネットワークシステムを作る中で年次計画を持って対応していくという

ことで、３１年は準備委員会、３２年については、具体的な体制づくり、実際の運用については

３６年からという概ねの指針が示されているところでございます。  

それに伴う森林環境譲与税の関係であります。これらの事業を担保する財源として活用ができ

るという制度設計にはなっておりますけれども、現実のところ、平成３１年、北信振興管理局内

の各市町村、基金として積み立てを行っておるところであります。この活用の方法については、
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当然ながらこの新しい森林管理システムの改正法に合わせたシステムに対する財源としての活用

も考えられますし、もう一つはこの新しい改正法の中で森林学習と言いますか、そういった部分

で森林の大切さを学んでいただくような意欲の向上のためにも使えることになっておりますので、

木島平村の姉妹都市であります交流都市からの交流人口の拡大にも寄与するものと考えられます

ので、今現在はそういった形の中で基金の活用について検討をしているところでございます。  

以上であります。 

 

議長（森 正仁 君） 

会議の途中ではありますが、ここで暫時休憩といたします。  

再開は、２時１５分でお願いいたします。 

（休憩 午後２時０７分） 

（再開 午後２時１５分） 

 

議長（森 正仁 君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

それでは、再質問させていただきたいと思います。 

１つ目でありますが、村長の答弁の中で圃場整備については、誰がどう経営に関わっていくか

というような答弁をいただきました。それによって整備が必要かどうかという部分もあるわけで

ありますが、この間、遊休荒廃地対策としてそば政策を進められていて、その３０ｈａについて、

今後誰が担っていくのかという質問をした時には、特段、誰々が必要としているよという話はな

かったわけでありますが、この辺と先ほどの答弁の整合性をお願いしたいと思います。  

産業課長から強い農業づくりの関係も、それから改良率等についても丁寧な数字を提示いただ

きながらご答弁いただいたわけでありますが、数字というよりも農業者の実感としてどうなのだ

ろう。今、従事者の高齢化というのもありますし、畦畔等の除草等も難しくなっています。また、

共同作業への出役についても経営者が少なくなってしまったということで、地主でありながら農

業に従事をしていない故に、水路の補修・維持管理に参加する人については、経営をされる皆さ

んであるというような、今までになかった地域の大変さというものが出てきている中で、その辺

も含めて考えていただくに、早めの整備が必要なのではないかなと感じるわけであります。この

辺についてどうお考えかお願いしたいと思います。  

もう１点、環境森林譲与税の関係であります。国の制度設計でいきますと、平成３１年からは

村の規模で２５０万円。平成３４年からは１．５倍、平成３７年から倍、最終的に行きますと現

在の３倍の譲与税が制度設計の中で謳われています。  

もう１つ、税制の問題ではなくて、経営管理法の課題でいきますと、事実上の同意・不同意に

関わらず市町村長・知事の権限で管理権の設定が強制的に行えるというような法律の改正であり

ます。今までは、それぞれ私有採材権というものがあったわけであります。私有林について自治

体といえども手が付けられなかったということでありますが、今回は管理権というものの設定と
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いうことで、管理を容易にした、言わば所有権と管理権と管理実施権をそれぞれ分けたのがこの

法律であります。そういう意味で申し上げると、やはり水源涵養等のことを考えた時に、村が積

極的に関わっていかなければならない。ただ、その財源としてこの譲与税を活用せざるを得ない

だろう。大変な費用が掛かるわけであります。観光資源というような余裕の話ではなくて、むし

ろ自分たちの生活基盤を守っていくという意味で、大変重要な制度改正だろうと思っていますの

で、この辺について再度よろしくお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、再質問にお答えいたします。 

先ほど畑、そばについてありましたが、これについては、前々から申し上げているとおり遊休

荒廃地対策として行っている事業が半分ということであります。ですから、今は３０ｈａほどそ

ばの生産を行っておりますが、前々から申し上げているとおりそばについては単体で収益の上が

る事業にはなかなかならない。かといって収益性の高い作物を３０ｈａ以上こなすというのは、

今の担い手の状況それから公社の状況からもなかなか難しいだろうと。そんなことでそばについ

て取り組んでいるのは、そばを生産しながら、なおかつ地域の特産品として、最終的に蕎麦粉や、

そばとして食べていただくという一体的な事業とした取り組みをしないと、なかなか畑地の遊休

荒廃対策につながっていかないだろうということで取り組んでいるということであります。  

それから、森林環境整備でありますが、言われたとおり、森林を整備するというのは一番大き

な目的であります。これについてもいろいろご意見がありますが、森林が材として価値の高い地

域と、こういう雪国のように、人工林であっても価値が出にくい地域では、また取り組みについ

ても若干違ってくるのではないかと思います。先ほど申し上げましたが、国から新しい財源とし

て譲与税が入ってくるわけでありますが、それを活用して境界・所有者を確認して、そしてなお

かつ、現場の事業までその財源でできるかというと、なかなか難しいだろうと思います。そうい

う意味で、やはり専門的な人材を揃える意味では、森林組合であるとかの協力を得ながら広域化

をしていく必要があるだろうと思います。 

もちろん、今回の森林環境譲与税につきましては、山に親しむ、森林に親しむということも目

的の中に入っておりますので、それらについては有効に活用していきたいと考えております。  

 

議長（森 正仁 君） 

土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

今の答弁に関わりましてでありますが、森林環境税の関係であります。  

村長から森林に親しむとありましたが、これについては、森林のない自治体も含めて個人住民
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税に１，０００円上乗せするという意味合いで、山のないところにその財源を活用するというこ

とは、なかなか難しいものですから、先ほどからありますように、例えば、姉妹都市である調布

市の譲与税を木島平に投入してもらうというような方策も十分可能だと思いますので、その辺に

ついては村の譲与税を使うという意味ではなくて、別の場面でぜひお願いをしたいと思っていま

す。 

話の中で境界の確定というようなことがありましたが、実際に同意・不同意関係なく市町村長・

都道府県知事の権限で管理権の設定ができるということについては、極端なことを言いますと、

先ほどの勝山議員への答弁ではありませんが、団地の中の境界が確定しなくてもそういう作業が

できるのではないかなということも考えられるわけであります。ただ、４月からの法律施行であ

りますから、いろんな課題が出てこようかと思いますので、その辺の情報収集を、アンテナを高

くしてお願いをしたいと思いますが、前段の質問で申し上げましたように生産森林組合辺りから

寄与したいという意向があるものについては、どのようにお考えかお願いします。  

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

最初の質問でありました森林環境譲与税を使った森林学習等の取り組みでありますが、これに

ついては当然調布市にそういう財源があるので、活用して何か取り組みはできないかという問い

かけというか投げかけはしております。当然、人間的な交流だけではなくて、先ほど申し上げま

したが、村の森林ではなかなか素材として活用できない森林もあります。それらの間伐材等を使

って、加工品を調布市に施設に届けるとか、そういう形の交流もできるのではないかなと考えて

おります。 

それからまた、境界がはっきりしなくても村がそれぞれ整備できるということでありますが、

現時点で正直申し上げれば生産森林組合だけではなくて、推測ではありますが、山林所有者の多

くの皆さんが、「村が管理をするよ」と言えばかなりの部分の森林が村に集まってくるのだろうと

思っています。そういうことを考えると、いっそのこと村としてその財源だけで対応できるのか

どうか、その辺をしっかりこれから検討をしていく必要があるのだろうと思います。そんなこと

で実際の事業に移行するまでの間に、しっかりその辺の状況調査等をしながら体制を整えていく

必要があると考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

それでは、最後の質問であります。 

「地域をどう守るか」というような内容で通告をしていますが、前段「人と人とがつながり、
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支え合う地域づくり」というスローガンのもと、第１９回村社会福祉大会が行われました。多く

の村民の皆さんがご参加いただきながら、さわやか福祉財団の高橋望さんの講演をお聞きいただ

いたと思います。この講演の内容で、多くのヒントが得られたのではないかなと思いますし、ふ

う太ネットの取材がありましたので、録画が当然に流していただけるのだろうと思います。なる

ほどと、うなずかれる方も多いかと思います。 

従来から「地域や集落が元気であれば、村は元気」と申し上げてきた手前、わが意を得たりと

いう思いもあるわけであります。制度・政策は、時々の情勢で変わりゆくわけでありますが、近

所、隣で支え合う地域づくりは、村民なり住む人たちのの根源的な思いではないかなと考えるわ

けであります。特にこの積雪地、この間の雪の始末等も周辺が高齢化、それから体が利かなくな

ってくるというような現実の中で、隣近所でお支えをするという、大変良い風習、環境ではない

かなと思っているわけでありますが、反面そういうものが若い人たちにとって地域の中で重荷に

なってしまうということもあるわけであります。 

 そんなことで、いつも申し上げてきて恐縮でありますが、過去の保健衛生自治会が自主的に立

ち上がった経過の中では、国保医療費が高騰してしまうのではないか、保険料が上がってしまう

のではないかという一部の村民の皆さんの思いの中で、保健衛生自治連合会が結成されて、長い

間国保医療費が県下最低額で進んできたという実態もあります。木島平村の皆さんも気持ちを１

つにすれば、そういうことが可能であるということでありますが、ここで、今回の議会の条例改

正の中で国保税の増額改定ということで上程をされているわけであります。それぞれ合併等によ

りまして自治体の数が変わってきておりますので、一概には言い切れませんけれども、そうは言

いましても今６０程度の町村の中で、県下２１位ということで、半分より高くなってしまってい

る現実があります。ただ、これについては、それぞれご病気をお持ちの皆さん等の医療費を存分

に出せるための保険制度でありますから、活用いただきながら皆で支え合うというものではない

かなというようなことを考えているわけであります。地域の盛り上がり、地域福祉の進展、元気

な村民があふれる村、そんなことで、期待をするところであります。 

江田議員の質問にもありましたけれども、限りある職員体制で、村民意識を変えていく、そう

いう意味で、村民の盛り上がりを作り上げていくことも職員の任務ではないかなと。村民の中に

溶け込んで、一緒に活動する、役場の職員ということではなくて、地域のリーダーになることが

必要と考えているわけでありますが、これをさらに進められる方策はいかがなものでありましょ

うか。 

職員研修の話も出ましたが、それは研修で学びとられることではなくて、心の持ちようという

ことなのだろうと思っています。そんなことで、これをさらに進められる方策についてどんなこ

とをお考えかお伺いしたいと思います。 

２点目でありますが、集落機能が大変厳しい状況になっている中で、従来からの集落担当職員

の役割というものが重要になってきています。先ほど申し上げましたように、村民としての地域

リーダーという部分も担わなければならないだろうと思っています。振興計画等のところでは関

わっていただいていますが、そこから先の部分についてどうなのだろうということも感じている

わけであります。今後、どのような位置づけをしながら進められるのか、よろしくお願いしたい

と思います。 

後は、各区の実情であります。社協支部、営農部、集落振興会、山組合など、一本化するとい

う意味では全集落の皆さんがそれぞれの実態を知る上では大切なことだろうと思っていますが、



 47 / 74 

 

そういう状況にならざるを得ない実態、この実態について今後の不安を感じるわけでありますが、

この実態と問題点、それに対する村の指導と言いますか、そんな方向性をお示しいただければと

思います。 

以上であります。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、「地域をどう守っていくか」ということでありますが、前段いろいろありましたが、

最終的に役場の職員の体制ということであります。  

役場職員が地域の一員として様々な行事や地域の作業に積極的に参加し、地域に溶け込むとい

うか地域の一員として、場合によればリーダーとして活動する、そういうことを指導しておりま

す。また、職務以外に自分の経験を活かして、例えば、スポーツでは特にスキーであるとか野球

であるとか、サッカーであるとか、そういう子どもたちの指導をしている職員もいます。そうい

う職員がしっかりとできるように、その辺のサポート体制もしていきたいと考えております。  

それから、集落担当職員の役割についてでありますが、地区づくり計画の策定時や見直しの時

に、その地区と連絡を密にしながら、より効果的な計画ができるようその役割を果たしていただ

きたいと考えております。まずは、地区と村をしっかりつなぐと、そのためには地区の実情、課

題や問題点をしっかりと共有しながら村と共有する、それが一番大きな役割だと思います。現実

問題としまして、集落の地区担当の中には新入職員も入っておりますし、保育士など様々な職員

が入っているわけであります。その職員が地区の課題に対して直に直接関わって、一緒に取り組

みができるかというと、現実問題としてはなかなか難しいだろうと、やはりそれをしっかりと行

政につなぐというのが一番大きな役割だと考えます。ですから、区長をはじめ、区の皆さんには、

その集落支援を通して、また直にでも良いのですが、集落支援と会議等の際にはその実情をしっ

かりと伝えていただく、そういうことをぜひお願いしたいと思います。 

それから、社協支部や営農部等が区に編入しつつあるということでありますが、村とすれば、

区長さんをはじめ、できるだけ区の役職についての負担を軽減したいということで見直しをして

きているわけであります。そういう中で、区の中にも編入というようなことも現れてきている、

そういうこともあるのかなと考えておりますが、その辺については区ごとに実情が違うだろうと

思いますので、それについても機会を設けて一緒に考えていければと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

土屋喜久夫 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

ただ今の答弁の中で、若い職員それから現場の職員がいるという話がありました。そうは言い
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ましても、村民の目線は全て役場の職員でありますから、新人だから現場だからという区分けで

はないのだろうなと思います。 

そういう意味で、その辺のサポート体制も十分しっかりしていただかないと、役場に間違った

内容で伝わっても問題があろうかと思います。この辺のサポート体制をいかに構築されているか

お伺いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

先ほど申し上げましたとおり、役場の職員がその場に行って全て自分で解決するというのは難

しいだろうと思います。ですから、それは持ち帰ってしっかりとその担当の部署につないで、計

画作りにつなげていくという体制になっております。それについては、また改めて職員に周知を

したいと思いますが、特に若い職員については集落の中に入っていって、会合の中でいろんな意

見を聞く、それも一つの勉強になるだろうと思いますし、そしてまた村民の皆さんと直に交流が

できる貴重な場と考えておりますので、そのように捉えていただければと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

 以上で、土屋喜久夫 君の質問は終わります。 

（終了 午後 ２時４２分） 

 

  



 49 / 74 

 

議長（森 正仁 君） 

１番 吉川 昭君 

（「はい、議長。１番。」の声あり） 

（１番 吉川 昭 議員 登壇） 

 

１番 吉川 昭 議員 

 それでは、通告に基づきまして２点の質問をさせていただきます。 

 まず１点目でございます。 

「スキー場の今シーズンの状況と今後について」お伺いいたします。 

当初、暖冬の予想で雪が降るのか心配されたのですが１２月２７日に降雪があり、年末に

は遅かったが２８日より全面滑走となりました。年末年始の状況をみると、例年と違い、ピ

ークの様な日はあまり無く間延びしたような感じで、あまり混雑したような感じは例年に比

べると見受けられませんでした。その後の１月２月も同じような状況を感じた次第です。 

今シーズンは道路の除雪体制も消雪剤を上手に使っていただきまして、スリップは少なか

ったと思っております。また、ゲレンデやリフトの外国語表記と外国語の案内放送などとて

も親切になっていると感じました。また、ビタミンレストランの入り口の外観も綺麗になり、

床もカーペットにしていただき危険性もなくなり、メニューも増えて、中国からの従業員の

方もとても好印象の接客をしているように感じました。インバウンドの面では中国の団体も

予約が入り始めたようであります。 

飯山で会った外国の方と話したのですけれども、外国の方には新幹線の駅がある飯山のエ

リアは非常に有名になっているそうでございます。 

木島平のスキー場も数年前よりゲレンデに１人から２人の欧米や中国のお客様も見受けら

れましたけれども、その翌年には倍になり、またその翌年には倍になりということを繰り返

してきました。今年感じたのは中国系の方、また、欧米系の方も去年までより圧倒的に多く

感じました。欧米系の方はやはり土日と水曜日に多く見受けました。山頂パイオニアコース

の目的の方が多いように感じました。ただ、インバウンドと言いましても、お客様の数で考

えますとおそらく全体の１％以下であろうかなと見受けられます。 

 そこで細かく質問させていただきます。この議会の最初に村長の方から報告がありました

中で、２月の中旬までということで今年度の客数また売上の減少の報告がありました。それ

はどういう原因で減少しているのか把握しているかということを１つ目に質問いたします。 

２つ目、これはゲレンデに関してでございますけれども、山頂沢コース、やまびこの方の

沢コースですが、そちらにはリフトを掛ける時に重機が登った道が登山道になっていて、ス

キーを滑る場合には幅がけっこう広いと思いますので、その部分は風が巻いたりして雪が付

かない状態で、どうしてもすごい段差ができた状態になっています。とても滑りに行ってお

客様が満足されるような状況にはなっていません。その夏場の道を狭くするなどして少しで

も段差を解消できないかというのが２つ目の質問であります。 

 ３つ目は、山頂パイオニアコース。表の方に向かうコースに出る通路ですけど、過去に西

の方に変えたり、今の東の方を廻ってきたりするコースなどいろいろやった経過は知ってお

ります。現在のコースが一番安全に出られるのは分かっております。ですが、来られるお客

様はそのコースだけを通るわけではなく、パラグライダーの発射台など、ちょうどおでこの
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部分から降りる方も非常に多く見受けられます。その部分は風が非常に強いために、普段は

雪が付かない状態です。たまに風が無く降った場合があるのですが、その場合５０センチ位

雪は積もります。ですが、次の日に北風が吹くと全部何処かへ飛んで行く状態で、雪はやは

り付かないです。ですが、知らないお客様はそこの部分を通ってコースに向かわれるお客様

も多いです。その場合にはボードやスキーが、下の石が出ておりますので、かなり傷がつく

というのはお客様に対して大変残念なことだなと感じております。リフトの下を通るコース

はロープで規制をしてパトロールが管理してコースを造っております。それは急な斜面の所

に雪を除けた状態にして道の様な状況でコースなっているのですけれども、ゲレンデに出る

手前は雪の付かない部分があったりします。それと温度が上がってきますと雪がクレパスの

ようにずれてしまいます。それを管理するのも非常に大変です。その点につきまして、細く

ても良いから道のような形をつけて、滑って行くというよりはどっちかというと横に移動し

ていくような道が造れないかなというのは、お客様への親切ということで感じるわけですけ

れども、その辺の検討はできないかということでございます。 

 ４つ目にまいります。シャトルバスの見直しまたは宣伝強化の必要はということでござい

ますけれども、農村整備の方でシャトル関係の資料をいただいたりしましたところ、１月に

１５０人前後、２月には２００人前後ぐらい、スキー場線の利用はあるようでございます。

殆どが金・土・日の利用が多いということです。私たまたまリフトに一緒に乗った人と話を

したり、スクールに最近は中国人の方が１人で入られたりする場合もあるのですけど、話を

している中で、シャトルに乗ってきたという人もいらっしゃる。他にいましたかと聞くと１

人だったという話もあるのです。１月・２月ではなくそれは３月に入ってからなので、３月

は利用が減っているのでそういった面もあるのかなと思うのですが、週末来られてそのよう

な状況です。ただ、スキー場ゲレンデ内の宿泊施設に泊まるので、何らかの方法で見て、調

べて乗って来られたのだと思います。また、大勢で乗るには不便という声も聞きます。その

辺も確認したところ、人数が多い時は岳北ハイヤーさんで便を増やして対応してくださって

いるようで安心した面もございます。もう１つの意見としまして、例えば、６人以上の場合、

スキー場線のシャトル便代が９００円なのでジャンボタクシーを呼んだ方が安くなりますと

いう話もあります。そう考えると対応はいろいろあるかもしれないのですが、新幹線の駅か

ら１人で来られるお客様がいらっしゃること考えると、もっと利用していただけるように宣

伝など強めていったらどうか。利用が増えて足りなくなったら大型にするなど対応ができる

のではないかと思いまして質問いたします。 

 ５つ目になります。第１１リフト沿いのスノーマシンの効率向上ということでございます

けれども、今年は２８日から全面滑走になったということでございます。ただ、木島平は２

７日より１１のリフトはオープンしております。カヤの平から雪を運んだり、スノーマシン

も活躍したりしたのだろうと思います。高社山で考えるとよませスキー場、高井富士スキー

場は２８日のオープンですから、それより１日早く木島平はオープンできたわけです。ただ、

その少し奥の竜王などは標高がありますので、それよりはもっと早くオープン出来ておりま

す。効率向上ということですが、性能が良いものはプラスでも雪を作れるということですか

ら、雪を運んでも莫大な費用が掛かります。また、スノーマシンも１台１千万より高い金額

になると思います。多く揃えるのでなくても数台を移動させて使えるような、雪が無い場合

でも何とか１本でもリフトを回せるような形を作るのが必要ではないかなと思いますのでお
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伺いいたします。 

 ６つ目でございます。今後のリフト架け替えの予定と費用面の方法と工夫はということで

お伺いいたします。色々なものが老朽化しております。機械もそうだと思いますけれども、

リフトもそういった時期を迎えていると思いますので、その辺の費用面と計画の予定があり

ましたらお伺いをいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。  

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、吉川議員のスキー場の今シーズンの状況についてということにお答えいたしま

す。 

先程ありましたが、今シーズンのスキー場の入込みの状況につきましては、行政報告でも

させていただきましたが、やはり１２月のスキー場オープンが昨年に比べて約１週間遅れた

ということが、そのまま２月まで響いておりました。そのようなことで、入込み・宿泊共に

前年割れをしていたわけであります。そしてまた、暖冬の影響か雪不足というようなことで、

今も大変雪が少ない状況であります。ただし、３月に入りまして、入込み、それから宿泊共、

昨年に比べると増加傾向であります。最終的には、雪の状況にもよりますが昨年並み、また

積雪の状況が良ければ昨年以上の実績になるものと期待をしております。その他２番以降の

ご質問ご提案については担当課長から答弁をいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

  （「はい、議長。」の声あり） 

  （産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

それでは、吉川議員のスキー場の関係についてのご質問についてお答えしたいと思います。 

まず、１点目でありますけれども、今年度の客数と売り上げ減少の原因を把握されている

かというご質問でございました。２月末時点入場者数が３万８，００３人で９３.８％、売り

上げの方は５千１００万円で対前年９０％という状況でございました。売り上げについては

索道協会に報告している数値でありまして、傾向としては旅行会社が取り扱うバウチャー券、

エージェント券というものであります。これはツアーバス等々で旅行代理店を通じてこられ

るお客様がリフト券売所で引き換えをされる券であります。こちらの方は減少している状況

であります。これは２００円の値上げをしていることも影響として考えられます。シーズン

券についてはほぼ横ばいで推移をしている状況です。 

スキーバブルは日本において１９６０年代以降遅くとも１９７０年代後半から１９９０年

代がスキーバブルでありました。この時のスキー人口が当時でいうと１９９３年には１８６
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０万人のスキー人口がありました。今現在３３０万人と言われています。かなりのスキー人

口が減っているという状況でございます。 

一方、スキー場の数についてはスキーバブルの頃、全国で１０００カ所のスキー場がござ

いましたが、今現在は、概ね５００か所と言われています。スキー人口の減少よりもスキー

場の減少の方がまだ緩いという状況で、依然、スキー場が過多、供給増の状態にあるという

状況であります。そんな中、スキー場間競争が激化する中でいかに集客展開を図っていくと

いうことが元来のテーマでもあります。今シーズンの総括をしながら、次シーズンに向けて

関係者と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次２点目、山頂沢コースの上部の段差がある道を小さく細くできないかというご指摘であ

ります。山頂リフトを降りて右側に下っていく道、これが山頂沢コースの入口になりますが、

こちらの上部のご指摘だと考えております。現状は圧雪車等の作業が困難な場所でもありま

すので、現況での雪の造作による斜面の変化、アンギュレーションと言いますが、アンギュ

レーションの変化は現状では機械ではできないという状況であります。地形を変更するには

当然国有林への手続きも必要となりますので、春以降の課題となりますが、今月中には関係

者と現場状況を確認して検討をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目であります。山頂のパイオニアコースへ向かうリフト下を通過する部分を、ほぼ横

に細い道を付け雪のあるゲレンデまでゆっくり安全に出られるようにというご提案でござい

ます。山頂リフト降り場から左に少し降りて、山頂パイオニアコースの入口付近まで向かう

ルートになりますけれども、議員ご指摘のとおり、やはり斜めの斜面になっておりますし、

雪の付きが非常に悪い所であります。そこの雪の付きが悪いがゆえに山頂のパイオニアコー

スのオープンが遅れるという状況がしばしば見られますので、ましてや山頂パイオニアコー

スは、毎週水曜日、週末の期間限定のオープンコースでありまして、インバウンドのお客様

含めて非常に高い人気を誇る木島平スキー場のコースであります。お客様に不快な思いをし

ていただかないで、快適にコースをお楽しみいただくという点では、やはり積極的な検討が

必要だと考えております。こちらについても関係者で協議をしながら進めてまいりたいと考

えております。 

 ４点目、シャトルバスの見直しまたは宣伝強化の必要はというご指摘でございました。 

１２月から３月の飯山駅発のシャトル便の観光交流センター、総合グラウンド、スキーセ

ンターでの降車人数は、１月末日比較で平成２９年度１４９人、ちなみに平成２９年度は、

３月末まで３３５人の実績でありました。本年も同数であります。３０年は、１月末日現在

１４９人と同数で推移をしております。野沢温泉スキー場の飯山駅からの野沢ライナーが概

ね６０％程度の乗車率と言われておりますけれども、そちらから比較すると、やはり乗車率

向上は図っていくべきものと考えております。今現在は木島平スキー場観光振興局のホーム

ページでも掲載はしておりますが、さらに露出を高める工夫等々をしていく必要があろうか

と考えています。 

 次５点目、第１１リフト沿いスノーマシンの稼働の効率の向上の関係のお話でございまし

た。昨年は、樫山（かしやま）工業からレンタル３台、固定機６台、自走式３台、合計１２

台で第１１リフトのゲレンデを対応いたしております。本年は、日本ケーブルからレンタル

１台、固定６台、自走式５台合計１２台で１１リフトゲレンデを対応している本年の状況で

ございます。ちなみに第６リフトゲレンデの荏原（えばら）製６台については、部品供給が
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なく使用できない状況になっているということであります。スキー場としては撤去更新をし

たい意向があります。また、第８リフトゲレンデ沿いコースについては、ディーゼル移動式

で対応をしています。今のところ、各社の性能等々ありますが、日本ケーブル製の性能が良

いことから、現況の発送ポンプ配管を今後も使用する上では更新する必要性が出てきている

という状況であります。今後のリフト再配置計画に併せてスノーマシンの配備も検討してま

いりたいと考えております。 

 次に今後のリフトの架け替えの予定と費用面の方法と工夫はというご質問でございました。

老朽化が進むスキー場施設の維持管理費の縮減と人員配置を含め効率の良いスキー場運営を

図るため、スキー場運営検討会を組織してリフトの再配置の検討を重ねています。検討にあ

たっては、現場状況を確認するとともに索道事業者他、関係者の意見も踏まえながらリフト

の削減と既存ゲレンデを最大限に活用できるリフト配置についての検討を今現在進めている

ところでございます。平成３１年度中に検討会の意見として全体構想をお示し出来ればとい

う考え方でおります。また、それについては、関係者の合意を得ながらの整備や複数年にま

たがり段階的に行うことになると考えられます。また、その総事業費については、現時点で

ははっきりしたことは申し上げられませんけれども、財源については公営企業債等々の活用

を予定している状況でございます。 

以上であります。 

 

議長（森 正仁 君） 

会議の途中ではありますが、ここで暫時休憩といたします。  

再開は、３時１０分でお願いいたします。 

（休憩 午後３時０３分） 

（再開 午後３時１０分） 

 

議長（森 正仁 君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

吉川 昭君。 

（「はい。」の声あり） 

 

１番 吉川 昭 議員 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

売り上げ、客数に対しての村長の答弁の中で３月に入ってからは、入込み・宿泊

共増加傾向にあり、最終的には昨年並みという事が言われました。見ている限り一

般のお客様は本当に少ないなと感じているのです。それで３月に全部盛り返して昨

年並みになるということは大会の売り上げかなと思います。昨年は、大きな大会が

２月にあったわけですけれども、今年は３月、先週に大きな大会がありました。そ

ういった売り上げによって１０％以上が前後してくるのかなと、大会１個でそれく

らい変わってくるかなと。全体の売り上げも一番ピークの頃に比べましたら５分の

１、２割以下かなとは思っておりますので、そういった状況ではあると思います。

毎週のように大会があるのですけれども、結構木島平は、大会の運営など評価され
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ているのだと思います。割と多くの大会、また、新しい大会もここにきて入ってお

ります。その売り上げがこういった形で全体の売り上げにかなり大きく影響してく

るのだなと感じます。 

また、調布の中学校の全校がスキー教室に来てくれております。殆ど毎日のよう

に１月中旬から２月まで入っております。これは全体売り上げの中では非常に大き

いだろうなと感じます。ただ、その中でイベント的には、今年もスキー感謝祭など

あったのですけれども、本当に隙間にイベントが入るような形で、なかなかイベン

ト自体が活きてこないのかなというのも若干感じます。その辺もまた検討されるべ

きかなと思いますのでご検討いただきたいと思います。 

スキーバスの事故があって以来、一般のお客様は本当に減ったなと感じます。今

年もそのように感じます。また昨日、早稲田の大学生の発表の中にもありましたが、

若い人は、スキーに行く人は行くが、行かない人は殆ど行かないという話もありま

したが、まさにそんな状況かなと感じております。  

これは質問ではありません。山頂沢コースの段差のあるのを検討していただくと

いうことで現場も見ていただくということでありますので、お客様のせっかく来て

いただくために、少しでも満足していただけるような形がとれればと感じておりま

すので、前向きな検討をお願いしたいと思います。今まで、それは出来ないものだ

と思っていたと思います。ですが何かやりようがあるのだったら、冬は雪をいじる

とかそういう話ではないです。夏場の道の幅を狭くするとかの形で検討していただ

ければと思います。 

あと、リフトの架け替えで一番は４人乗りのスカイフォー第８リフトかと思いま

す。山頂とも関連してくるのですけれども、山頂リフトの方は土・日と水曜日に新

雪を滑るような感じでオープンしています。ゲレンデ滑れない状態でも見学などで

きたら回しています。僅かな人が見学に上がったり、パラグライダーの方が上がっ

たりされます。この場合、木島平スキー場は子供が無料になっています。県内では

普通こういったスキー場では、小学生無料というのはあまり無いのですが、西武プ

リンス系では、県内でも、例えば、焼額（やけびた）山、軽井沢プリンス、妙高、

苗場、富良野などは小学生無料であるのですけれども、木島平は、長野あたりから

も子どもを２人連れてくるとリフト券が大分安くあがるので、親が木島平に連れて

こられる方が非常に多く感じております。その分スキースクールに預けられる方が

非常に多いのですが、今年はその辺も少なかったかなと感じております。何かその

辺の理由があるのかなと心配しております。そんな時に、例えば子供は滑らせたり、

スクールに入れたりしても、遠くからこられているお客様、年配のお客様などでも

スキーセンターで待っていたり見学されている方が見受けられます。こういった方

に山頂見学に行ってもらえればいいなと思うのです。ただ、問題があるのは第８リ

フトの下り線が陸運局の許可をとっていなくて乗れないということです。これは下

り線が乗れたら、吹雪の日だろうが何だろうが、防寒着を貸してあげてブーツも貸

してあげて、暖かい状態でリフト乗ってもらって山頂のリフトも上へ行ってもらう。

リフトに乗ってもらうだけでも、なかなか経験できない。すごく寒いですけど、景

色といったらすごい景色です。そういったのを売りにしてもいいのではないかと思
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うのです。下り線が乗れればスキー履いてなくても見学に行けます。架け替えの場

合にはそういったのも検討していただければと思います。天気のいい日は遠くも気

持ちよく見えますし、吹雪の中ではなかなか都会では経験できない寒さと景色と圧

迫感と感じられますので、ある意味で売りになるのではないかと感じます。また、

カモシカの足跡、カモシカもリフトに乗っている状態でよく見られる時があります。

それは山頂のリフトならではと思います。ゲレンデは危険な部分もあり、なかなか

オープンできる時は少ないとは思いますけれども、せっかくあるリフトですからい

ろんな利用を考えてみてはどうかと感じます。  

質問ではなくなった感じですけどその辺について何かありましたらお願いいたし

ます。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。  

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 ずっと感想述べられたので、どの部分にお答えしていいか難しいところがありま

すが、前々から言われているとおり、木島平スキー場は土・日にはいろんな大会が

あって賑わうと。これについては、周囲からも木島平スキー場は大会運営について

は、体制がしっかりしているという評価をいただいていることについては、大変感

謝を申し上げたいと思います。ただ、その反面、平日が空いているということであ

りますが、やはりこの面については日本人の観光スタイルもあると思いますので、

前々から申し上げているとおりインバウンド等をしっかりと活用していく必要があ

るのかなと。長期滞在して他のスキー場に泊まっても、その内の１回２回、１日、

２日は木島平に来ていただけるような観光ルートも必要なのだろうなと思います。 

それからまた、学校行事などで多くの学校がスキー修学旅行というか、そのよう

な形で来ておりますが、それらについてもしっかりＰＲできていけばと思います。 

それからまた、山頂リフトについて提案をいただきましたが、これについては、

また参考にさせていただきたいと思います。おっしゃる通り山頂リフトは毎日動か

ないので、その辺がこれからも検討課題かなと思いますが、逆に言えばスキーがで

きない日でもリフト動かすことでスキーではなく、体験をしていただく、そういう

ことも１つの方法かと思います。先程ありましたとおり、第８に登ってまた山頂リ

フトということなので、その往復、上り下り共にスキーを履かないで行くことが安

全性の部分から考えてどうなのか、その辺も検討しながら、可能であればそういう

ような取組も必要かなと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

 吉川 昭君。 

（「はい。」の声あり） 
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１番 吉川 昭 議員 

 それでは、次の質問に移ります。 

「馬曲温泉の新源泉調査結果と今後について」ということでございます。 

源泉の調査の結果が議会に報告されました。掘削候補地としまして現在の源泉付

近と今の馬曲温泉露天風呂の下の駐車場。そちらの駐車場の部分と源泉の所との２

点は可能性があり、費用面などを考えた場合に駐車場の辺りが有力という説明があ

りました。図をお示し出来ないのですけれども、素人的に見た中で示された資料の

中で、いくつかの断面図といくつかの掘削点を調査された資料が提出されました。

その中で現在の駐車場の上、温泉の上の山の部分に温泉が出るような色の部分が感

じ取れたので、その辺はどうなのかということを疑問に思ったので質問しておりま

す。 

１つ目としましては、調査は今回の調査で終わりかということ、これ以上の調査

はしないのかという事でございます。 

２つ目は、本掘削の予定はどうなっているか。  

３つ目は、温泉施設のリニューアルの構想はという事でございます。  

４つ目は、費用面はどのような予定かという事でございます。  

以上の４点なのですけれども質問いたします。 

一昨年、去年、今年と３回この件に関しては質問しているのですけれども、村長

の答弁が最初の時と比べて２回目の時からトーンダウンされている感じがしていま

すので、改めて質問させていただいております。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。  

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

馬曲温泉については、村としても大きな観光資源であります。これをどういう形

で維持発展をさせていくかという事は大きな課題であります。その中、源泉の湯量

が減っていることで、本年度新たな源泉の可能性について調査をしたということで

あります。結果については、先ほど議員が申されたとおりでありますが、この結果

を踏まえて財政計画、それから馬曲温泉公園全体の構想も含めて総合的に今後の方

向性について検討していくこととしております。 

調査結果の内容等詳細については担当課長が答弁いたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

  （「はい、議長。」の声あり） 

  （産業課長「髙木良男 君」登壇） 
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産業課長（髙木良男 君） 

それでは、馬曲温泉のご質問に対してお答えさせていただきたいと思います。村長の答弁

に補足でございます。 

１点目、調査はこれで終わりか、これ以上の調査はしないのかという質問でございました。

電磁探査結果の解説図のＭ８地点の上に非抵抗値部分があるように見えるというご指摘であ

りました。本議会初日の全協の中で図をもってお示しをさせていただいた中のご質問だろう

と考えておりますが、同様の質問を村から請負業者の方にしております。解析図を作成する

際に解析図の端部に生じやすい現象ということであって、そこが有力な地点ではないという

見解でございます。資料作成時に発生するものであるということでございますので、よろし

くお願いいたします。 

今後、専門家からの意見徴収も必要があれば検討はしてまいりますが、本調査は現在の入

浴施設への温泉供給を目的に調査エリアを絞って調査したものでありまして、入浴施設位置

を大きく変更する予定がない現時点においては、これ以上の調査の必要性はないと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

次、２点目、３点目、４点目であります。それぞれ関連しておりますので、大変恐縮では

ありますが、まとめてお答えさせていただきたいと思います。 

今回の調査により、温泉が湧き出る可能性は非常に高いと判断されました。掘削当時に比

べ３分の１程度まで今現在減少した湯量は、新源泉掘削工事により解消はされますが、オー

プンから３０年以上が経過をしておりまして、老朽化が進む施設改修や内湯と外湯の連結な

ど、温泉施設全体のリニューアルが必要な時期を迎えているところであります。なお、本掘

削を行う場合の経費は約１億８千万円を予定しているところであります。財源については、

辺地債を想定しております。温泉が湧き出る可能性が高いと判断されましたので、温泉施設

の大規模改修も視野に入れた施設整備を今後検討してまいりますが、冒頭、村長が申し上げ

たとおり、村の財政計画等々も考慮に入れながら、総合的に今後の方向性について検討をし

ていくところでございます。 

以上であります。 

 

議長（森 正仁 君） 

 吉川 昭君。 

（「はい。」の声あり） 

 

１番 吉川 昭 議員 

 それでは、再質問させていただきます。 

費用面の部分で辺地債を充てるということでございます。これは掘削に関してだ

けしか辺地債は使えないということなのでしょうか。温泉施設とかには使えるのか、

使えないのかということと、辺地債は２割負担ということでよろしいでしょうか。

その辺もお願いしたいと思います。 

それと、せっかくリニューアルされるにしましても、今の露天風呂が非常に評判

ということでございますので、それが活かされるような形、その部分は似たような
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形になるのか、あまりイメージが変わって返ってマイナスにならないようにとか、

その辺も検討をお願いしたいと思いますが、費用の部分で再質問させていただきま

す。 

お願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

髙木産業課長。 

  （「はい、議長。」の声あり） 

  （産業課長「髙木良男 君」登壇） 

 

産業課長（髙木良男 君） 

 それでは、再質問に対してお答えさせていただきたいと思います。  

先ほど申し上げました掘削の費用は、あくまでも掘削の費用であります。今回は

新源泉の調査でありましたので、あくまでも掘削費用について財源として辺地債が

想定されるというお答えをさせていただきました。ご指摘のとおり辺地債について

は２割でございますし、ここで新たに馬曲温泉全体構想についてという話なります

と、当然収益事業が絡んでまいりますので、その場合、辺地債が適用になるかどう

かについては、調査させていただきたいと思っております。 

以上であります。 

よろしくお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

 以上で吉川 昭君の質問を終わります。 

（終了 午後３時２８分） 
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議長（森 正仁 君） 

５番 勝山 正 君。 

（「はい、議長。５番。」の声あり） 

（５番 勝山 正 議員 登壇） 

 

５番 勝山 正 議員 

 それでは、通告に基づきまして２点についてご質問をしたいと思います。  

 最初の１点目につきましては、地域おこし協力隊についてでございます。  

地域おこし協力隊制度は２００９年度に発足しました。今年で１０年目を迎えるということで

あります。隊員・受け入れ自治体ともに増加の一途を辿っておりますが、今、全国で約５，００

０人の隊員が活躍していると聞いております。 

国では、今後は８，０００人規模に増やす予定もあると先日話がありました。総務省では、隊

員は一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの

支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援や地域協力活動を行いながら、その地域への定住・

定着を図る取り組みであると説明されております。  

協力隊制度の目的につきましては、１点目として当該地域において地域おこしや生活支援活動

を行うこと。２点目として、それらの活動を通じて地域への移住・定住を図ること。特に移住・

定住が最終目的とされております。全国的には約６割の隊員が「同じ地域に定住」しているとい

う結果が出ています。残念ながら当村においては定着率が非常に低いということであります。こ

のことにつきましては、前にも同じような質問をした経過があります。が、朗報も聞かれており

ます。村内の方と結婚をされて、こちらの方へ嫁いでこられたと。また、今まだ隊員として頑張

っておられるということであります。 

協力隊制度は全国的な「田園回帰」の一端を担っており、過疎化・高齢化に悩む農山村地域に

移住者が入り、地域活動を行うことの影響は少なくありません。志望動機としましては、都市の

慌ただしい生活から抜け出したい、地域の課題を解決したいと考えたから、着任した自治体を選

んだとしています。自然環境が豊かな地域だから、自分に向いている仕事があるからなど、脱都

市な自然志向や地域課題の解決、自分のやりたい仕事があるからと言われています。このような

事から、次の点について伺います。 

１つとして、地域おこし協力隊として活動する者、多くの方が２０代、３０代の若者でありま

すが、どのような動機で着任を希望し、着任後の生活はどのようなものなのか。そして、任期満

了後の自分をどのように展望しているか。 

２つ目として、受け入れ自治体として、協力隊員の公募の経緯や配置方針、協力隊員の受け入

れにかかる課題を明らかにすることを通じて、協力隊員と自治体、自治体内住民との望ましい関

係の方向性はどのように考えているのか。 

３つ目として、起業・定住に向け、隊員との懇談をした経過はあったのかどうか。  

長野県においては７７の市町村がありますが、全国でも村の多い都道府県であるということで

あります。平成の大合併の際、「小さい自治」を選ぶ自治体が多い県でもあるということでありま

す。一時的には十数名の隊員が活躍していましたが、現在は３名ということであります。それと、

隊員を募集してもなかなか応募者がいないと聞いておりますが、過去において、採用に関して問

題はなかったのかどうか。また、今後の採用はどのように考えるか質問したいと思います。  
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議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、勝山議員の地域おこし協力隊についてのご質問にお答えいたします。 

最初に、着任の動機と生活についてということでありますが、地域おこし協力隊員を募集

する際には、その都度その目的に応じた募集要項によりまして、応募者が自らその目的に賛

同されて応募しております。 

最初の頃でありますが、広く産業振興による村づくりをテーマに、一緒に考えて活動する

隊員の募集をしておりましたが、最近では活動する目的をさらに絞った募集を行っておりま

す。逆に、一定の要件を満たす、そういうようなこともありまして応募が少ない状況にもな

っているのかと思います。 

協力隊員の報酬については、ほぼ均一でありまして、特に若いみなさんにとっては決して

安いものではないと思います。活動に支障があるとは思っておりません。任期満了後の展望

については、行政の方で、村の方でこうして欲しいというよりも、村に残っていただくとい

う前提ではありますが、最長３年間の期間の中で、最終的には本人が決めております。  

受け入れ自治体と協力隊員の関係については、隊員が目的を持って活動できる体制づくり

は、村としてもこれまでもしてまいりましたし、隊員本人の考えの違いが生じた場合にも、

その都度話し合いを持ってきております。活動する地域住民との望ましい関係とありますが、

行政としては理想論になってしまいますので、本人が希望する方向に導けるようにしたいと

考えます。やはり、村に定住をしていくということは、それなりの収入が無ければその生活

ができないわけでありますから、それは本人の希望を重視していく必要があるだろうと考え

ます。 

それから、起業・定住に向けた本人との懇談はあったのかということですが、協力隊員に

は任期がありますので、その任期満了前には本人の意向、村の要望等を話す機会を設けおり

ます。初期の目的どおり定住を望む隊員には、どんな方法があるのか一緒に考えて模索をし

ているところであります。活動の方向性について途中で考え直す隊員も中にはいます。質問

にもありましたが、専門的な経験や技術を持った方には、引き続き村の応援をしていただく

ようになればと考えております。また、村内で起業する場合には、１年間引続いて国の支援

制度がありますし、それからまた、村の創業支援制度も利用できるということで案内をして

おります。 

今後の採用についてはどのように考えるかということでありますが、現在のところでは、

道の駅において職務を特定した募集をしておりますが、現時点、なかなか応募がない状況と

いうことであります。村の人材と、地域おこし協力隊員を含めた都市部からの人材の両面か

ら、この村づくりを考えてまいりたいと思います。  

以上です。 
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議長（森 正仁 君） 

勝山 正 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

５番 勝山 正 議員 

 地域住民との望ましい関係についてということでありまして、その中で行政としての理想論と

なると村長の方からありましたが、その理想論についてはどういうものなのか教えてほしい。そ

れと、本人が希望するように導くと言っておられるのですが、具体的な考え方はあるのでしょう

か。基本的に過去においても多くの隊員がこの村に来ていたわけですが、当初の思惑と違った対

応と言いますか、処遇、職務に就いたという経過がありまして、その後やはり任期途中でこの地

域を去っていくという方が何人もおりました。その方の話を聞いたときに、自分が思ってここに

来たのだけれど、なかなか話がうまくできなかったということが過去にありましたので、その辺

を含みまして募集しても集まらないということについては、その辺のこともあるのかと思います。

また、それに対して募集しても応募がないということに関しては、何か対策として取られるもの

があるのかどうか。また、起用方法として問題はないのか、なかったのかということを含めて再

質問をしたいと思います。 

 いずれにせよ、人材が不足しているという形の中で協力隊員を募集しているわけですが、ただ、

募集していてもなかなか村民の皆さんから言いますと、何を活動しているのかわからないという

声がけっこう聴かれました。絞って活動するにせよ、どんな活動をしているのかというのが村民

の皆さんに分かるような方法で周知できればいいのではと思っております。その中でいきますと、

残って何かやるというのに対しても、村民の皆さまからの後押しができ、移住・定住にもつなが

ると考えておりますが、それについてお答えをお願いします。  

  

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

やはり最初に申し上げましたとおり、村に定住するということであれば、自立した生業がなけ

れば定住ができないわけであります。ですから、地域に貢献することだけをもって村に定住する

ということはなかなか難しいのではないかと思います。やはり、しっかりとした収入を確保でき

る、そういう前提条件が満たされる必要があるだろうと思います。そのようなことで、これまで

も村の職員として採用したり、そういうようなことで声を掛けたりしているわけであります。た

だ、実際問題として、私が着任して、一部の協力隊でありますが、今は村に定住するという条件

を大前提として協力隊の経営をしておりますが、最初の頃は、定着することを全く考えていない

協力隊員も実際にいたことは確かです。そういう皆さんも含めて、村に住んでいただけるように

仕向けるのが役割かと思いますが、全てというのはなかなか難しいかと思います。それからまた、

村に残ってまた引き続き支援がという話を先ほど申し上げましたが、それについては村に住所が

あるということが条件になります。そのようなことで、起業はしたのですが村に住所を残すこと
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ができなかった。そのためにそういう支援を受けることができなかったという協力隊員もおりま

す。いずれにしても、これから協力隊員を募集していく際には、やはりその隊員の能力というか、

経験等を含めて、必要があれば国が出している費用に村が上乗せをして、村の一員として働いて

いただく、そういうことも考えながら募集をしていくという状況であります。  

 

議長（森 正仁 君） 

勝山 正 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

５番 勝山 正 議員 

協力隊の事につきましては、やはり来てよかったというような対策を取っていただくことをお

願いして次の質問に移りたいと思います。 

２つ目の質問でございますが、「国県道の現状と課題について」ということでお願いします。  

まず１点目。国道４０３号線の現状と課題についてでございます。  

国道４０３号線につきましては、明治３３年に郡道須賀川道ということで、木島平村から山ノ

内本郷線ということで路線指定されて以来、名称を変えながら平成５年４月一般国道４０３号線

として県道から国道に昇格して現在に至っております。  

これまで、４０３号線木島平地区改良整備促進協議会が中心となりまして、４０３号線山ノ内

地区整備促進期成同盟会共々協力をしながら、国道４０３号線の改修整備に取り組んできており

ました。念願でありました木島平村・山ノ内町への道路改良工事が終了しまして、平成２８年１

２月に新おちあい橋が開通竣工を見たところであります。  

４０３号線につきましては、北陸新幹線飯山駅とのアクセス道路としての機能や広域観光・地

域の生活道路、また市町村を結ぶ産業振興路線でもあります。地域活性化が期待される中、本路

線の重要性をあらためて確認するところであります。  

昨年１２月２１日に村長はじめ４０３号線に隣接する区長、県議会議員の小林県議・丸山県議・

宮本県議、それぞれの先生と共に村議会議員で構成する４０３号線木島平地区改良整備促進協議

会が中心となりまして、長野県の建設部長あてに道路改良と損傷の激しい箇所の維持補修につい

て陳情・要望活動を行ってきたところであります。中央橋から主要地方道飯山野沢温泉線との交

差点までの間につきましては、道路幅が狭く、変則５差路や歩道もない区間など危険個所も多々

あります。交通の難所にもなっているところでございますが、そこで次の点についてお伺いした

いと思います。 

１つ目として、県では中央橋からファームス木島平までの改良工事を計画されているようです

が、進捗状況についてはどのようになっておるのか。 

２つ目として、今回、大町・柳久保・糠千地区の損傷の激しい場所のオーバーレイや拡幅につ

いて要望・陳情したが、その後県の方針や現在の進捗状況はどのようになっているか。  

３つ目としまして、今後とも積極的に要望活動を行うと考えておりますが、村としての考え、

また方針はどのようなものなのかお考えをお願いしたいと思っております。  

２点目、県道の課題問題についてであります。 

村内には、飯山野沢温泉線・馬曲木島停車場線・七曲西原線の３路線がありますが、融雪の問

題、経年劣化によるアスファルトの損傷、路面の沈下等様々な問題を抱えております。国道４０
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３号線には改良整備促進協議会があり、前段で申し上げたとおりの要望活動が可能としてきまし

たが、県道には協議会がありません。 

これに伴いまして、１つ目として改修工事等については要望・陳情活動が地域住民の協力を得

ながらも早急な取り組みが必要と思います。県道の改良促進や維持補修のため、県道にも改良促

進協議会が必要と考えますが、村の考えはどうでしょうか。 

２つ目として、国道４０３号線改良整備促進協議会と同様、県道における協議会設立に併せて

県に対し積極的に要望活動を行うべきと考えますが、村の考えはどうでしょうか。  

以上について答弁をお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、国道・県道の現状と課題というご質問にお答えいたします。  

先ほども話がありましたが、国道４０３号線につきましては、郡道須賀川道ということで路線

指定されて以降、多くの住民の皆さんに生活・観光・通勤・通学・通院、様々な形で利用されて

いる大変重要な道路であります。特にまた最近は、北陸新幹線飯山駅が開業しまして、観光客の

増加や人口動態にも新たな動きがあります。信越自然郷エリアの観光ネットワークを促進する上

で、国道４０３号線は極めて重要な路線であると考えております。  

そんなことで、村には、県議会議員、上木島地区の村議会議員、上木島と市之割の区の代表者、

総勢２８人で構成します「国道４０３号線木島平地区改良整備促進協議会」があります。これま

では山ノ内町の改良整備促進協議会とともに、道路改良や拡幅工事、おちあい橋の架け替え等を

要望してまいりました。平成１２年には柳久保地区及び糠千地区の改良工事が竣工し、平成２８

年にはおちあい橋が完成するなど、一定の成果を上げてきました。しかしながら、道路の幅員が

狭い部分や極端に水はけの悪い箇所、舗装の傷みの激しい箇所が多数存在しております。シルバ

ーカーや自転車の走行、子どもたちの通学等に支障をきたしており、今後、維持補修やオーバー

レイを強く要望していく必要があると考えております。こうした中で昨年１２月２１日、村民と

議員、そして行政とが一体となって取り組んだ要望活動は、長野県に対して強いアピールになっ

たと考えております。今後とも積極的に活動をしてまいります。  

また、勝山議員がご指摘の「飯山野沢温泉線」「馬曲木島停車場線」「七曲西原線」につきまし

ては、改良整備促進協議会がございません。３路線の県道も、国道４０３号と同様に村の重要な

生活路線・観光道路であることから、早急に改良整備促進協議会の形を立ち上げて、積極的な要

望活動をしていくことが重要と考えております。 

それぞれの進捗状況や、今後の改良整備促進協議会の設立状況につきましては、担当の建設課

長から答弁いたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

土屋建設課長。 
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（「はい、議長。」の声あり） 

（建設課長「土屋伸二郎 君」登壇） 

 

建設課長（土屋 伸二郎 君） 

村長の答弁に補足しまして、国道４０３号の改良工事の進捗状況及び大町・柳久保・糠千の損

傷の激しい箇所のオーバーレイや拡幅について、県の方針や進捗状況をご説明申し上げます。  

まず、中央橋からファームス木島平までの改良工事の進捗状況についてですが、平成２７年に

現在の道路を改良するという案で地元の合意となりまして、平成２８年に地形測量、平成２９年

には、木島地区の変則５差路を含む全体の予備設計を実施したところでございます。平成３０年

に入りまして木島地区で４回、木島平村で２回、それぞれ地元説明会を開催しております。平成

３１年には、路線測量及び詳細設計を予定しております。工事着工時期につきましては、平成３

２年度を予定しております。 

次に大町・柳久保・糠千の損傷の激しい箇所のオーバーレイについての県の方針や進捗状況に

ついてご説明申し上げます。 

舗装修繕につきましては、緊急輸送路、通学路、バス路線、観光地アクセス、交通量を考慮し

ながら、県において優先順位を決め、順次対応しているとのことです。長野県としましては、道

路維持補修につきましては、木島平村の問題だけではなく、北信地域、長野県全域の課題であり

まして、限られた予算の中での維持補修となりますので、なかなか大規模なオーバーレイや補修

を行うのは難しいとの回答でございます。 

県道３路線の改良整備促進協議会の設立についてですが、現在事務局で、構成員や定款等を検

討しております。５月を目途に設立総会、６月の県議会を待って県に対し要望活動をしてまいり

たいと考えております。 

先に村長からご説明申し上げましたとおり、村民のみなさんの力を合わせ、積極的な要望活動

をしていくことが今後重要かと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

勝山 正 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

５番 勝山 正 議員 

今、課長の答弁でありますが、道路の維持補修につきましては、なかなか長野県全体の問題で

あるという形の中で難しいということでありますが、１点ですが、特に４０３号線の沿線におき

まして、特に大町区の皆さんにつきましては、年１回一斉清掃をして環境整備を行っていると聞

いております。非常に良いことだなということであります。このことにつきましては、今年の１

月の区長会の時に初めて大町の区長さんからそういうことをやっていると聞かされました。こう

いうことは、なかなか１区だけでやっていくことは非常に素晴らしい事だと私は思います。これ

につきまして、こういう活動をしっかりと県へ伝えることも大事ではないかなと思っております。

こういう活動に関しまして、村としてはどのように思っておられるのかお願いしたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 
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土屋建設課長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（建設課長「土屋伸二郎 君」登壇） 

 

建設課長（土屋 伸二郎 君） 

 勝山議員からの再質問にお答えしたいと思います。 

 大町区で道路愛護作業を実施しているというのは私も存じ上げております。地域の皆さん

が、自分たちの道路をしっかり自分たちで守るというその意識・行動がこれからの時代、非

常に大事なのかと思います。国道４０３号線のみならず、県道馬曲木島停車場線でも、高石・

庚の方が県道の草刈りを自主的にやっていただいているという話も耳にしております。道路

だけではないのですが、道路も河川も、自分たちの道路・自分たちの河川については自分た

ちで守る、きれいにするという認識がこれから村全体に広がっていくことが、地域をきれい

にする、道路を愛するということに繋がっていくのかと考えております。皆さんのこうした

行動を私どもが県にしっかりと伝えることによって、木島平村は道路と水路を大事にすると

いう、そういう認識をどんどん長野県にアピールしていきたいと考えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、勝山 正 君の質問は終わります。 

（終了 午後３時５８分） 
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議長（森 正仁 君） 

 ６番 丸山勝敏 君。  

（「はい、議長。６番。」の声あり） 

（６番 丸山勝敏 議員 登壇） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

今任期中の最後の議会の一般質問に大取を務めさせていただきます。  

前の６人の議員の皆さんにこの場をお借りして感謝申し上げます。  

答弁者の村長はじめ職員の皆さんには、朝の１０時からただ今まで本当に懇切丁寧に説明をし

ていただき、こんな時間になってしまったこと、私としましても、もう少し早く早く終わるかな

と思っていたのですけれど、よろしくお願いいたします。  

それでは、私は通告に基づきまして、３点ほどの質問をしたいと思います。  

最初に、「受動喫煙対策を強化、改正健康増進法について」です。  

受動喫煙対策を強化、改正健康増進法が昨年７月に参議院本会議で可決、成立しました。この

健康増進法の改正案は、他人のたばこの煙を吸いこむ受動喫煙を防ごうとの対策を強化するもの

で、学校や病院、行政機関などは屋内を完全に禁煙にし、敷地内の屋外では、喫煙所の設置が認

められているそうです。  

国立がんセンターでは、受動喫煙の危険性について「受動喫煙した人は、たばこを吸わない人

に比べて肺がんのリスクが１．３倍に増える」としております。受動喫煙は、肺がんなどのリス

クを高め、国内では年間１万５千人が死亡していると推計されています。 

マナーの問題として捉えられてきた受動喫煙が法律で規制されることで、多くの人が重要な問

題だと知ったことは大変な前進で、受動喫煙によって多くの人が命を落とすことがないよう今後

もさらに改善してほしいとされています。 

そこで、村の受動喫煙対策はどうされているか伺いたい。 

また、現在新庁舎が建設中ですが、庁舎が完成した時の受動喫煙対策はどうでしょうか。村長

に伺います。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

それでは、丸山議員の受動喫煙に関する質問にお答えいたします。 

村では、「村有施設等に関する受動喫煙防止対策のための基本指針」を、平成２９年２月１日に

施行してまいりました。内容につきましては、原則敷地内禁煙とするものとしておりますが、す

ぐに全面禁煙とすることが困難な場合は、屋外に喫煙場所を設けて、この場合もたばこの煙が屋

内に流れ込まないよう、その場所を通過する人が受動喫煙とならないようにとしております。 

この指針は、平成２９年２月の広報で周知をし、１月の初区長会の席でも説明しております。

各区の集会所等でも取り組んでいただけるよう協力をお願いしてまいりました。 
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村有施設の実態については、施設内は禁煙が徹底されておりますが、喫煙場所が受動喫煙を防

止するものとなっていないところがあります。 

学校施設では、保育園も含めてこの３月１日から敷地内全面禁煙とし、施設を利用する住民の

皆さんにも協力を呼びかけております。 

新庁舎完成時には、今と同様に施設内はもちろん禁煙といたしますが、喫煙所については受動

喫煙とならないよう考えてまいります。併せて、周辺の体育館や若者センターについても、今の

状態では問題がありますので、併せて検討をしてまいります。  

 

議長（森 正仁 君） 

 丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

再質問させていただきます。 

今の話ですと、学校の施設で保育園を含めて３月１日から敷地内全面禁煙とされているようで

すが、先生方や事務方、職員の喫煙者は１日中喫煙できない状態で我慢できるとは私は思いませ

ん。そのストレスを子どもに向けないか心配されるが、答弁をお願いいたします。  

また、保護者の反応はどうでしたか。 

一緒にお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

小林教育長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（教育長「小林 弘 君」登壇） 

 

教育長（小林 弘 君） 

丸山議員のただ今の学校の教職員の禁煙、そしてまた、どこでどのように対応しているかとい

う問題であります。 

小学校の喫煙する教職員は１名、中学校はちょっと多くて１桁の半ばということであります。

過日、校長に聞きましたところ、「私は３月１日から今のところずっと吸っておりません」という

返答でありましたが、「大丈夫か」と聞きましたところ「何とかやっております」というようなお

話でありました。 

敷地内はすべて禁煙でありまして、今まで喫煙所としていた駐車場から入った所でありますが、

そこはもう綺麗にして施錠してありますということであります。  

現在は、敷地の外に行って吸われているのかなということでありますが、ちょっと現状は把握

をしておりません。 

それで、吸う人が吸わないという精神的な抑圧というものが、子どもたち、また、授業に影響

するのではないかという懸念がありますが、そこのところも把握はしておりませんが、敷地外で

喫煙をして、そういう教育上に支障がないような形でやっているのではないかと推察をいたしま

すが、学校にもどういう場所で喫煙をしているのか把握をしていきたいと思っております。  
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また、保護者からの声はまだ聞いてはおりませんが、子どもたちの教育場所での喫煙について

は賛同されている方が多いのではないかと、これもあくまでも推測ではありますがそのように考

えております。 

 

議長（森 正仁 君） 

 丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

それでは、再々質問いたします。 

村長は先ほど、２年も前からそういう施設での受動喫煙防止の対策をされていると答弁を

されましたが、当然、村の職員で喫煙する職員は、村長を含めて何名かおられるはずです。 

また、勤務中に喫煙をすると地方公務員法で定められた職務専念義務に当然違反していま

すが、ある自治体では、勤務時間中に席を離れて、民間の喫煙室に１日に２、３回吸いに行

っていて、職員は聞き取り調査に対して「ストレスで吸いたくなった、我慢ができなかった」

と話していたそうです。その職員は訓告処分を受け、即日退職届を出して退職されたそうで

す。そんな厳しい処分に対して村長はどう思われますか。お伺いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

大変厳しい質問でありますが、いずれにしても最近受動喫煙等がたびたび言われて禁煙をする

人が増えていると聞いております。 

私自身も吸うわけでありますが、正直に言って以前よりもかなり喫煙の本数は減っているのか

なと思います。 

ただ、先ほどもありました嗜好の話でありまして、それを無理に我慢することによってストレ

スが溜まるということもある意味あるのだろうと思います。 

そんなことで、勤務中に吸うことが良いか悪いかなら、悪いだろうと思いますが、そのことに

よって職務がしっかりと遂行できる状況にあれば、あればということではないですが、そのよう

に捉えて考えていただきたいなと思います。 

何人吸っているかは具体的には把握をしておりませんが、たぶん十数名だと思います。  

 

議長（森 正仁 君） 

丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 
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 それでは、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 「口利きの記録制度について」です。 

口利きの記録制度とは、自治体の職員が議員から要望や働きかけなどを受けた時、議員の名前

や内容、日時、その後の対応・状況などを文書に残して上司に報告し、庁内で共有する制度であ

る。記録を残すことで、議員からの不当な口利きを未然に防ぎ、たとえ口利きがあったとしても、

行政運営への影響を最小限に抑える目的がある。 

１０年以上前に宮城県や神戸市などで議員の口利きを発端にした談合や汚職事件が相次いだこ

とをきっかけに、全国の自治体で導入が始まりました。制度を設けている自治体は、それぞれ条

例や要綱を設けて独自にルールを定めています。どの程度の口利きまで記録するかは自治体によ

って異なっており、職員が「不当な口利き」だと受け止めた時に限り、記録する自治体もあれば、

原則全てを記録する自治体もあります。残した記録は、情報公開請求で見ることができるほか、

一部の自治体ではインターネットで公開したり、定期的に概要を発表したりしている。  

村では、口利きの記録制度を導入されていますか。お伺いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、口利きの記録制度ということでありますが、今、議員が説明されたとおりでありま

すが、村では制度として導入はしておりません。 

議員が、住民からの要望を受けて行政に対して要望し、提言すること、また調査すること自体

は議員活動の一環でありますので、その都度対応することとしていますが、「口利き」それがにあ

たるのかどうかの判断は別としまして、そういう相談や要望があった場合につきましては、当然

上司に相談する、そしてまた特別なものについては記録として残すとしております。  

これについては、日常の業務の中では議員に限らず住民から相談を受けた場合についても、こ

れは記録に残すべき必要があるだろうとそれぞれ判断したものについては、その内容を記録とし

て残すこととしております。 

  

議長（森 正仁 君） 

丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

再質問いたします。 

議員だけでなく、企業や住民などから寄せられた要望が記録されて、好ましくない要望を受け

た際に職員が毅然と対応できれば良いのですが、様々な関係性の中で、その場で対応することが

困難なこともあり、情報公開することで透明性が高まり要望が不当かどうかを住民が判断でき、

行政の説明責任が果たせるのではないでしょうか。  
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議員は選挙で選ばれたことを理由に、行政は自分たちの言うことに従うべきだと考えがちで、

議員と職員の間にある上下関係が口利きに結び付く背景にあるのではないかと。だとすれば村で

は、残した記録の全てを情報公開請求で見ることができるようにすべきだと思われますが、どう

でしょうか。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

仰るとおり、もし、不当な口利き、要望等があった場合、例えば、特定の社に特別な利益を誘

導する、そういうことが明らかな場合については、公表することになるのだろうと思います。た

だ、日常の中での要望であったり、相談であったり、それらを全て公表するということになりま

すと、やはり相談者のプライバシー等の問題も出てきます。その辺については、しっかりと判断

をしていく必要があるのだろうと思います。そういうような面で考えますと、明らかに不当なと

いうか、口利きであったり、要望であったり、それらについては記録をして公開をしていくとい

うことも検討していく必要があるかなと思いますが、それらについてもそれぞれ、不当であるか

の判断というのは、双方によって考え方が違ってくるのだろうと思いますので、それについては、

慎重に考えていきたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

再々質問いたします。 

議員は当然、普段の議員活動として口利きとなるかならないかは分かりませんが、当然そうい

った経過も住民からの判断の材料となると思われますので、当然いろんなことに対して要望が出

てくると思います。そのことに対しての要求が不当かどうかは、村が判断するわけですけども、

絶対にその情報公開請求で見ることができるような、そういう施策を条例とかではっきりとお決

めいただければ幸いかと思います。 

どうでしょうか。もう一度再確認します。 

 

議長（森 正仁 君） 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 
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先ほど申し上げましたが、一般の村民と議員さんというのはやはり立場は違うだろうと思いま

す。議員の皆さんはそれぞれ選挙で選ばれた村民の代表であります。村民の代表としての意見で

あるか、そうでないかということはしっかりと判断をしていく必要があるのだろうと思います。  

そういう面で、想定されるという言い方はおかしいですが、そういうことが無いのが当然であ

りますが、それらを含めて周辺の自治体等を見ながら、どういう場合に公表しているのかを参考

にしていきたいと思います。 

 

議長（森 正仁 君） 

丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

それでは、最後の質問に移ります。 

「木島平型教育について」。 

村は、保・小・中一貫教育の推進を図っておられるが、現在の義務教育は６歳から１５歳、小

学校１年から中学３年までとなっております。 

自分の時代の小学１年生と今の小学１年生を比べてみると、今の子どもの成長ぶりは皆さんも

ご承知のとおり雲泥の差で、携帯電話はもちろんのこと、スマートフォンやパソコンまで扱うこ

とができる子どももいるようです。 

戦後７４年になろうとする中、ずっと小学１年生は６歳になってから。そろそろ年齢を５歳に

引き下げても良い時期にきていると思われます。 

村長・教育長の考えは、いかがでしょう。 

 

議長（森 正仁 君） 

小林教育長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（教育長「小林 弘 君」登壇） 

 

教育長（小林 弘 君） 

丸山勝敏議員の義務教育の年齢をそろそろ５歳に引き下げても良い時期にきていると思われる

が考えはのご質問にお答えをいたします。 

私は、このご質問を目にした時、何と斬新で革新的な提言なのだろうと感じました。ご質問の

要旨には、自分の時代の小学校１年生と今の１年生と比べると、今の子どもの成長ぶりは雲泥の

差であるというように丸山議員は言われております。まさに、丸山議員はご指摘のとおり、一昔

前では考えられない様変わりした現代社会に変貌をしております。 

先ほど、何と斬新で革新的な提言なのだと申しましたが、この「５歳への引き下げ」の提言の

背景には、丸山議員は次のようなことをお考えではないかと、非常に僭越ではありますが、私な

りきに３点考えさせてもらいました。 

１つ目です。日本では、少子・高齢化が加速度的に進み、かつ世界ではグローバル化が急速に

進展をしております。１人ひとりの能力の伸長と意欲ある日本を担う人材の質と量の充実と確保
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が大事になってきております。 

２つ目。情報技術の発展や、ＩoＴやＡＩの伸展等に伴い生じるライフスタイルの変化が、家庭

や地域、学校に確実に影響を与え、家庭や地域はさらに変容する可能性があると思われます。こ

れは、先ほどの小学校１年生の状況をみれば一目瞭然であると言われております。 

３つ目。そのためには、子どもの身体の発達でも全般的な早熟傾向がみられている昨今、今の

満６歳になってからではなく、５歳に引き下げ、子どもたちの伸びる潜在力を早めにさらに伸ば

すことが涵養ではないか。以上のことを背景とし、丸山議員は将来の子どもたちのことを考えら

れた提言だと解釈をいたしました。 

 事実、今から６年前、２０１３年になりますが、政府の「教育再生実行会議」でも、義務教育

を５歳に引き下げ、現在の「６・３・３制」から「４・４・４制」の検討があったようでありま

す。 

 諸外国では、アメリカの一部の州や、イギリス、オランダでは「義務教育は５歳に達した後の

最初の学期に始まる」という国もあれば、日本と同じ「６歳」からという国が多いのが現状です。

ただ、アメリカのイリノイ州、またフィンランドでは「７歳」からとなっております。 

 いずれにしましても、日本国憲法２６条では、「全て国民は法律の定めるところにより、その保

護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とあり、教育基本法、学校教育施行規則では「４

月１日内までに満６歳となった子から１５歳までの最長９年間就学させる」とあり、日本全国一

律の満６歳になった子どもたちが入学学齢期となっています。 

 以上述べましたように、本村では法律で謳われています「就学年齢６歳」に則った学制に準じ

ておりますので、５歳への引き下げには追究することはできない状況であります。 

 各界では就学の時期についての弾力化を検討すべきとの声もあるようでありますが、現行制度

のメリットを考慮し、就学年齢の変更に慎重な意見もあります。今後の日本の大きな課題と言え

そうです。 

 ただ、丸山議員が質問要旨の冒頭部分で「保小連携」「小中一貫教育」を引き合いに出されてい

ますが、本村においてはさらに柔軟かつ効果的な教育を進めて参りたいと考えております。 

 また、幼児教育の質の向上のため、取り分け５歳児の就学前教育と小学校教育との接続を意識

した連携・教育をも大事に考えていきたいと考えます。  

 

議長（森 正仁 君） 

丸山勝敏 君。 

（「はい。」の声あり） 

 

６番 丸山勝敏 議員 

この質問をしようと思ったのは、そもそも１４年ぐらい前、その頃小学校に上がる保育園児６

歳の子が、将来何になりたいということに対して一人ひとりお答えをしておりました。ある子ど

もは自衛隊のパイロットになりたい。その子ども、男の子ですが２人おりました。また、プロ野

球の選手、サッカー選手。とてもじゃないですけど、私はびっくり仰天です。これは、当然６歳

が義務教育の始めなのですけど、もう少し年齢を下げても良いのではないか。その他に、自分の

時代のことを申し上げては大変恐縮なのですけれども、小学校６年の時に先生に「将来何になり

たい」とそれぞれに聞いていました。あの頃は「大工の棟梁」、それから「パーマをやる人」、そ
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のような程度です。 

今の１年生と当時の６年生を比べても大変な差です。 

そうこうしている内に、国会議員の先生と集会で話をしたことがございました。「先生そろそろ

小学校５歳からどうですか」と。先生はびっくりされました。「悪いことではないのだけれど、ま

だそこまで話は。いつかはなるかもしれないけれども」とはっきりとお答えはされませんでした。

地方の一議員がこんなことを申し上げて声を大にしても、当然それは無理だと思います。まず、

先に国政で議論すべきことで、この場で述べ上げることではなかったかもしれませんが、最近の

小学生は、自分の時代は、英語は中学からでしたが、今は小学校５年生から。それと算数も九九

も年齢を引き下げて始められているようです。 

木島平の子どもたちは、都会の子どもたちに学力はそうとう差をつけられていると思われるの

で、５歳からの入学はできないのは分かっていますが、せめて冬休みの終了後、３学期の始め頃

からでも、小学校で学校生活に慣れさせることも良いのではないかと思いますが、教育長、いか

がでしょうか。 

 

議長（森 正仁 君） 

小林教育長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（教育長「小林 弘 君」登壇） 

 

教育長（小林 弘 君） 

ただ今の丸山議員の再質問の中身については、２つあるというように私は捉えました。  

まず、最初の方の５歳に引き下げにつきましては、日本の教育制度の根幹に関わる重要な問題

でありまして、丸山議員が言われている件につきましては、村独自に動くことはできないわけで

はありますが、日本の教育制度を否定することになるわけであります。先ほど引き合いにも出し

ました政府の教育再生実行会議、または文科省に任せることかなと考えます。  

２つ目のことでありますが、冬休みの終了前、これは春休みと解釈してよろしいかなと思うの

ですが、入学前のいわゆる「慣れ教育」というか、そういうことにつきましては、今後、保育園、

小学校との連携、また、話し合いの中でそこのところが、１日、２日ぐらい小学校の校舎で生活

をするというようなことが検討されても良いかなと思います。実際に過日、保育園の年長組が小

学校にまいりまして、小学校１年生のお姉さん・お兄さんに手を引かれながら校舎を回ったり、

一緒に給食を食べたりというような取り組みを小学校で行っております。  

 

議長（森 正仁 君） 

 以上で、丸山勝敏 君の質問は終わります。 

（終了 午後 ４時４０分） 
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